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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奨学制度一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成13年４月現在） 令和５年3月現在

名　　　　称 申込資格及び家計基準 学　種　・　貸　与　額 募集時期・貸与期間 取扱窓口

日 本 学 生 支 援 機 構  ・第一種（無利子）　(自宅通学：月額)※自宅外月額あり ○募集期間 ○緊急時の申込

大学　国公立   　　　最高月額        45,000円

　　　　　　　　　　最高月額以外  20,000円、30,000円

　　　私立　　　　　最高月額　　  54,000円

　　　　　　　　　　最高月額以外  20,000円、30,000円、

　　　　　　　　　　　　　　　　  40,000円

短大・専修　国公立　最高月額　　  45,000円

（専門）　　  　　　 最高月額以外  20,000円、30,000円

　　　         私立　   最高月額        53,000円

　　　　　　　　　　最高月額以外  20,000円、30,000円、

　　　　　　　　　　　　　　　  　40,000円

※第一種奨学金の「最高月額」は併用貸与の家計基準を満たしている場合
に選択可。
※給付奨学金と併せて利用する場合は、第一種奨学金の貸与される月
額が制限されます。

・海外留学予約採用（第二種奨学金）
　年間数回の募集（進学前）
　海外の大学に進学を希望している生徒

 ・第二種(有利子)

 　大学・短大・専修(専門)

　2万円～12万円（1万円単位）から選択

　　年0.905％　2023.3現在（利率固定方式） ○貸与期間

わからないこと、知りたいことは  ・入学時特別増額貸与奨学金（有利子）

ホームページ 　一時金として10・20・30・40・50万円を貸与

https://www.jasso.go.jp/ 　　年1.105％　2023.3現在（利率固定方式）

 ・海外留学の奨学金（第二種奨学金と同じ）

○募集期間
貸与奨学金に同じ

○給付奨学金
・在学する学校の標準修業年限の終期まで。
※毎年支給額の見直しあり

貸与奨学金に同
じ

奨　　学　　金　　制　　度　　一　　覧　　表

貸与奨学金
○申込資格
・第一種奨学金（無利子）
特に優れた学生、生徒で、経済的理由により
著しく修学困難な者
（※学力・所得等の基準有り）

・第二種奨学金（有利子）
優れた学生、生徒で、経済的理由により修学
困難な者
（※学力・所得等の基準有り）

○家計基準
別添参照

・大学等在学採用
　４月より募集
　大学・短大・専修（専門）に
　在学している学生

大学等に在学中、生計維持者の失職、病気等に
より家計が急変し、奨学金を必要とする場合は
随時申込が可能。（在学校へ申出）

申込みの問い合わせは、
在学（予定）する学校へ

・大学等予約採用
　春頃に募集（予定）
　大学・短大・専修（専門）に
　進学を希望している生徒

○大学等予約の対象者
  高校３年生、高校卒業後2年以内
　高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者

 在学（予定）す
る学校

○海外留学予約の対象者
　高校３年生、高校卒業後３年以内
　高等学校卒業程度認定試験合格者
　（科目合格者、受験手続済みの人含む）
＊海外留学の奨学金は緊急時の申込の制度なし

・海外留学在学採用（第二種奨学金）
　年間数回の募集（進学後）
　海外の大学に在学している学生

高等学校卒業程
度認定試験合格
者は日本学生支
援機構 ※詳細についてはそれぞれの在学している学校で

ご確認ください。

・在学する学校の標準修業年限の終期
　まで。

※利率の算定方法には、利率固定方式の他に利率見直し方式があります。 　

給付奨学金
〇申込資格
学ぶ意欲のある学生、生徒で経済的理由によ
り修学困難な者（※学力・所得等の基準有
り）
〇家計基準
別紙参照

※制度の詳細や最新の情報については文部科
学省ホームページ「高等教育段階の教育費負
担軽減」をご覧ください。
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.ht
m

○緊急時の申込
大学等に在学中、生計維持者の失職、病気等によ
り家計が急変し、奨学金を必要とする場合は随時
申込が可能（在学校へ申出）

○大学等予約の対象者
高校３年生、高校卒業後２年以内
高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者

（支給月額）

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学

29,200円 66,700円 38,300円 75,800円

大学 （33,300円） （42,500円）

短期大学 19,500円 44,500円 25,600円 50,600円

専修学校 （22,200円） （28,400円）

(専門課程) 9,800円 22,300円 12,800円 25,300円

（11,100円） （14,200円）

※生活保護（受けている扶助の種類は不問）を受けている生計維持者と同居している人及
び社会的養護を必要とする人で児童養護施設等から通学している者は、上表のカッコ内の
金額を適用する。

※通信教育課程は、授業形態（印刷教材、放送、スクーリング、メディア）、国公立・私
立、自宅通学・自宅外通学の別に関らず、（第Ⅰ区分）51,000円、（第Ⅱ区分）
34,000円、（第Ⅲ区分）17,000円を年１回支給。

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

国公立 私立

第Ⅰ区分

区分
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名　　　　称  　　　資　　　　　　　　格 学　種　・　貸　与　額 募集時期・貸与期間 取扱窓口

大 阪 府 育 英 会 ■貸付対象 ■貸付限度額【年額】 ■募集期間 ■予約採用後の手続き

保護者（父母等）が大阪府民であって、下 　※貸付額は下記貸付限度額の範囲内で希望する額 ○予約募集（奨学資金・入学時増額奨学資金）

 　都島区網島町6-20 記所得基準（保護者所得合算）を満たし、 　　[１万円単位]　(無利子) 　中学校3年生時の

   大阪私学会館2階 高校等に進学を希望、又は在籍する生徒の 　9月上旬～１０月上旬頃

 ℡(06)6357-6272 方 　で各学校が定める期間

https://www.fu-ikuei.or.jp 1 国公立・私立とも

■所得基準 　　授業料実質負担額(※2)＋その他教育費10万円 ○在学募集（奨学資金のみ）(※3) ■緊急時の申込

■記載内容は、令和５年度 以下の【算式】により算出された額が 　（授業料実質負担額が無償となる場合、10万円） 　高校等進学（進級）後の４月中旬～

 入学生を対象とした貸付内 次のとおりであること。 　５月上旬頃で各学校が定める期間

 容等です。今後変更となる 【算式】 2 私立のみ

場合があります。 市町村民税の課税標準額×６％ 　　24万円

－ 市町村民税の調整控除の額

(政令指定都市に市民税を納税している場合は、 ■貸付対象校
　　　　　「調整控除の額」に3/4を乗じた額） ・高等学校

■貸付期間 　（中等教育学校の後期課程を含む(※4)）

○奨学資金 ・特別支援学校高等部

1 国公立・私立とも ・高等専門学校

　　　251,100円未満 ・専修学校高等課程（修業年限1年以上）

　　（年収めやす(※1)800万円未満）

(※4)中等教育学校の後期課程は、入学時増額

2 私立のみ 奨学資金の対象外です。

　　　251,100円以上347,100円未満

　　（年収めやす(※1)800万円以上

1,000万円未満）

■返還

○入学時増額奨学資金 ■貸付期間

　 国公立・私立とも   国公立　…　  5万円以内 （通信制課程も同額）

　　上記の算式により算出した額が   私　立　…　25万円以内 （通信制課程は15万円以内）

　　　154,500円未満(同590万円未満)                           

大阪府公立高等学校 貸与額 申請時期 返還免除

定時制課程及び通信制 　月額9,000円に申請年度の在学月数を乗じた額 　　10月上旬～10月下旬（予定）

課程修学奨励費

貸与決定時期

府教育庁教育振興室 ※奨学のための給付金を給付される場合は、上記の貸与       12月中旬（予定）

高等学校課 　額から奨学のための給付金の給付決定額を減じた額が

大阪市中央区大手前3丁目 　貸与額となります。 ※申請時期及び貸与決定時期については、

2-12 　また、教科用図書購入代金相当分の額を、上記の 　変更になる場合があります。

　貸与額に加算する場合があります。

℡(06)6941-0351代表 　　

 　　　　内線3433

(※1)年収めやすは、保護者のうちどちらか
一方が働き、子ども2人（16歳以上19歳未
満1人、16歳未満1人）がいる4人世帯の場
合のものです。実際は、上記の算式により算
出された額（保護者合算）により判定しま
す。

（授業料実質負担額(※2)が24万円を下回る場合は、その額が上限。府内
の私立高校生を含む２人以上の子どもを扶養する年収800万円以上の世帯
が大阪府授業料支援補助金の給付を受ける場合は、貸付限度額が異なる、
もしくは貸付対象外となる場合があります。）

(※2)各校の授業料年額から、国の就学支援金や大阪府の授業料支援補助
金、学校独自の減免等を差し引いた、実質的な授業料負担額をいいます。

１　大阪府の区域内にある公立高等学校の定
時制課程又は通信制課程に在学している35
歳未満の者であること。
２　経済的理由により著しく修学が困難な者
であって、生徒本人及び保護者（親権者等）
それぞれの道府県民税・市町村民税所得割額
の合計額が85,500円未満の者であること。
　また、令和５年４月１日時点で生徒に保護
者がいない場合は、当該生徒本人の道府県民
税・市町村民税所得割額の合計額が85,500
円未満の者であること。
３　経常的収入を得る職業に就いている者で
あり、原則として年間120日以上勤務して
いること。
４　大阪府育英会の奨学金の貸与を受けてい
ない者であること。
５　原則として四年間で修了し卒業までに至
る学習計画を有すると認められる者であるこ
と。（教科・科目の履修状況、修得単位等が
一定以上であること。）

在籍する学校

返還された奨学金は、後輩たちの奨学金の資金に
なります。約束どおりの返還が困難な場合は、速
やかに大阪府育英会にご連絡ください。

　高校等入学前
　※進学後の貸付はできません。

在学する学校、
又は

大阪府育英会
採用貸付課

高校等への進学後、各学校が定める期間内に、
所定の手続きを行うことで正式に奨学生となりま
す。（手続きをしなかった場合は辞退したものと
みなされます。）

生徒が、保護者（父母等）の失業や病気等により
家計が急変し、修学が困難となった場合、随時奨
学金貸付の申込ができます。

(※3)入学時増額奨学資金は、進学後に申込み
できません。

　奨学生採用年の４月から、在学する学校
　の最短修業年限の終期まで

１　高等学校の定時制課程若しくは通信制課程
　を卒業した場合、又はその他これに準ずると
　認められる場合

２　転勤その他やむを得ない理由により退学し
　た場合

３　死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由
　により修学奨励費を返還することが困難であ
　ると認められる場合
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名　　　　称  　　　資　　　　　　　　格 学　種　・　貸　与　額 募集時期・貸与期間 取扱窓口

生活福祉資金貸付制度  大阪府内に居住していること  教育支援費（月額）（無利子）

教育支援資金  他からの融資を受けることが困難な  　高校　…　35,000円以内  ○随時申込  市区町村の社 ○高校には、専修学校の高等課程を含みます。

（教育支援費・就学支度費）  低所得世帯  　高専　…　60,000円以内 　　（事前相談必要）  会福祉協議会 ○短大には、専修学校の専門課程を含みます。

(社福) 大阪府社会福祉協議会  　短大　…　60,000円以内

   中央区谷町7-4-15  　大学　…　65,000円以内  　（大学院・外国留学は対象外）

 ℡(06)6762-9474  就学支度費（無利子） ○入学年度の４月末までに申し込むこと

http://www.osakafusyakyo.or.jp 　　　　　　 500,000円以内

母子・父子・寡婦福祉資  修学資金（月額）  ○申込期間  ・日本学生支援機構・大阪府育英会等との併用

金貸付金    ○国公立・自宅通学の場合 　・修学資金  　については、貸付額に制限があります。

(修学資金・就学支度資金)  　  高校・専修（高等）        …　27,000円以内 　　　入学決定後随時

   　短大・専修（専門）        …　67,500円以内 　・就学支度資金  ・高校授業料実質無償化分は貸付対象外。

  　 大学             　  　     　…　71,000円以内 　　　 入学決定から入学金等納入後１か月を

  　 大学院（修士）　       　 …  132,000円以内 　　　経過するまで  ・高等教育の修学支援新制度による支援が決定

 就学支度資金（入学時のみ）  ※要件により貸付できない場合があります。  　した方は、貸付限度額から減免額及び給付型

  ○国公立・自宅通学の場合  ※貸付金の交付までに時間を要しますので、 　 奨学金受給額を控除した範囲内で貸付可能。

     高校・専修（高等）　　   … 150,000円以内　   　お早めにご相談ください。

     大学・短大・専修（専門） … 410,000円以内  ・返済開始：卒業後6か月間の据置期間経過後

     大学院                      　　 … 380,000円以内  ○修学資金の貸与期間

※必要かつ返済可能な範囲での貸付となります。
 ・滞納した場合には、違約金（延滞金）がかか
　ります。

※貸付限度額は、自宅通学・自宅外通学、国公立・私立等

   の区分や所得により異なります。

介護福祉士修学資金  貸付金（無利子）

社会福祉士修学資金 　　介護福祉士・社会福祉士 【一般募集】  在学している
 　　月　　額　　５０,０００円以内  養成施設

(社福）大阪府社会福祉協議会  ○申請期間　　４月初旬～５月下旬

大阪福祉人材支援センター 　　　　　　　

   中央区中寺1-1-54  ○貸付期間　　在学期間

℡(06)6776-2943

(修学資金直通)

【入学前募集】

○申請期間

　養成施設入学前に生活保護受給世帯の者で
あって入学後に生活保護が廃止される見込み
の方を対象。申請は養成施設合格後から3月末
まで。

http://www.osakafusyakyo.

or.jp/fcenter/Cms/Public/

topic/16

 ○貸付期間　　在学期間

 保育士修学資金貸付  保育士修学資金（無利子） 〇申請期間 【通常申請】 〇返還の免除

問合せ先 学費月額　　５万円以内（月額） 【通常申請】  在学する養成 　卒業後５年間府内の保育所等に従事した場合

（社福）大阪府社会福祉協議会
入学準備金２０万円以内（入学時）

 入学後各養成施設の提出期日までに養成施設
を通じて申請

 施設

大阪福祉人材支援センター 就職準備金２０万円以内（卒業時） 【事前申請】 【事前申請】

℡06-6776-2943 入学前、12月１日～2月28日 大阪府社会福祉

大阪市中央区中寺１－１－54 ※低所得世帯のみ生活費加算あり ただし低所得世帯に属する高校3年生対象 協議会

（事前申請は、令和４年度受付実績） 大阪福祉人材

〇貸付期間　在学期間 支援センター

20歳未満の子を扶養している母子家庭の
母、父子家庭の父、寡婦（配偶者の無い女性
で、かつて母子家庭の母だった方）等が扶養
する子、もしくは父母のない20歳未満の児
童。

※返済能力を有する母又は父が借主、子が
　連帯借主として申請。

※返済能力のある母や父、第三者を連帯保証
人に設けることで、子自身が借主として貸付
申請が可能。

※未成年の子が申請する場合は、法定代理人
の同意が必要。

　介護福祉士もしくは社会福祉士養成施設に
在学する方で、卒業後、大阪府内の社会福祉
施設等で介護福祉士又は社会福祉士として就
労することを希望する方。

※　社会福祉士養成施設に福祉系大学は含ま
れません。

※１　貸付けの初回に入学準備金として200,000円以内、最終回に就職準
備金として200,000円以内をそれぞれ加算することができます。ただし、
貸付対象者が夜間部、社会福祉士短期養成施設または通信課程に在学する
場合は就職準備金の貸付けはできません。
※２　介護福祉士国家試験を受験する意思のある方については、国家試験
受験対策費用として、一年度当たり40,000円を加算することができま
す。
※３　養成施設入学前に生活保護受給世帯の方であって入学後に生活保護
が廃止された方（以下「生活保護受給世帯であった方」という。）又はこ
れに準ずる経済状況にある方（以下「準ずる経済状況の方」という。）に
ついては、生活費の一部に充当できる費用（以下「生活費加算」とい
う。）を加算することができます。ただし、生活保護費との併給は認めら
れません。
＜生活費加算の額＞
●生活保護受給世帯であった方
　貸付申請時の居住地の生活扶助基準の居宅（第１類）に掲げる額のう
ち、貸付対象者の年齢に対応する年齢区分に相当する額以内。注）貸付決
定後に転居・加齢等を理由とする額の変更は行いません。
　ひと月あたり36,010円から43,910円までの範囲内で加算できます。
注）貸付申請時の居住地及び年齢によって加算限度額が異なります。）
●準じる経済状況の方
　ひと月あたり２５,０００円以内で加算できます。

子を扶養する親
が居住する市区
町福祉事務所等
（福祉事務所の
設置されていな
い町村にお住ま
いの方は府子ど
も家庭セン
ター）

返還の免除
　介護福祉士もしくは社会福祉士養成施設を卒業
後、介護福祉士又は社会福祉士として大阪府内の
社会福祉施設等で介護又は相談援助の業務に引き
続き５年間従事したとき。

   返還免除要件を満たさない場合や養成施設を退
学した場合は、貸付期間と同等の期間で一括もし
くは分割のいずれかの方法によりで返還していた
だきます。

(社福）大阪府社
会福祉協議会に
直接申し込み

　申請月から在学する学校の最短修学年限の
   終期まで

子を扶養する親が居住する市
区町福祉事務所等（福祉事務
所の設置されていない町村に
お住まいの方は、府子ども家
庭センター）

http://www.pref.osaka.l
g.jp/kateishien/boshika
tei/kashitsuke.html

http://www.osakafusyakyo.

or.jp/fcenter/

1.優秀な学生であって、かつ家庭の経済状況
等から真に修学資金の貸付が必要な方
2.大阪府内に在住している又は大阪府内の指
定保育士養成施設（通信制を除く）に在学し
ており、卒業後大阪府内の保育所等で保育士
として就労することを希望する方
3.指定保育士養成施設で学ばれる方
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名　　　　称  　　　資　　　　　　　　格 学　種　・　貸　与　額 募集時期・貸与期間 取扱窓口

あしなが奨学金 奨学金（月額）（貸与部分は無利子）  ○募集期限

高校・高専（１～３年生）　 ・在学（高校・大学・専修各種学校、大学院）

   国公立　45,000円（内貸与25,000円、給付20,000円） 高校・高専（１～３年生）

（一財）あしなが育英会    私立　50,000円（内貸与30,000円、給付20,000円） 　第１次募集　４月１日～５月20日

大学・短大　 　第２次募集　５月21日～９月30日

東京都千代田区平河町 　一般　70,000円（内貸与40,000円、給付30,000円） 　第３次募集　10月１日～12月15日 在籍する学校

２－７－５　砂防会館４階 　特別　80,000円（内貸与50,000円、給付30,000円） 大学・短大・専修学校・各種学校・ （直接申請可）

 ℡(0120)77-8565 専修学校・各種学校・高専（４,５年生） 高専（４，５年生）・大学院　

           70,000円（内貸与40,000円、給付30,000円） 　　　　　　　　４月１日～５月20日

大学院  120,000円（内貸与80,000円、給付40,000円） ・予約（高校・大学）

 中３：第１次募集  4月１日～7月31日

入学一時金（無利子、予約採用者に限る） 　　　 第２次募集 ８月１日～12月15日

http://www.ashinaga.org/ 私立高校　　　　　300,000円（貸与） 　　　 第３次募集 12月16日～2月28日

私立大学　　　　　400,000円（貸与）  高３：大学    　　  4月１日～６月20日

 奨学金（月額）（無利子）  ○募集期間

 交通遺児育英会奨学金  　高校・高専(1～3年)・専修学校高等課程  ・在学

     20,000円、30,000円、40,000円から選択  　　高校・高専 ○他制度と併給可

 （公財）交通遺児育英会                    (うち一律10,000円は給付)  　　　　奨学金　４月～１月

 　大学・短大・高専（4・5年）

　　40,000円、50,000円、60,000円から選択

※著しい後遺障害とは 　　            (うち一律20,000円は給付)  　　大学・短大

　 専修学校専門課程・各種学校  　　　　奨学金　４月～10月

　　40,000円、50,000円、60,000円から選択

             　　(うち一律20,000円は給付)

 　　専修・各種

 東京都千代田区平河町  入学一時金（無利子、１年生時のみ）  　　　　奨学金　４月～10月

 ２-６-１  　高校・高専・専修学校高等課程

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　0120-521286 家計基準(給与所得者） 200,000円、400,000円、600,000円から選択  ・予約（高校・大学・専修等進学予定者）

　高校・高専    大学・短大 　　 中３：第１次募集　４月～８月

780万円（360万円） 400,000円、600,000円、800,000円から選択 　　　 　　第２次募集　９月～１月

　 専修学校専門課程・各種学校 　　 高３：第１次募集　４月～８月
　大学・短大・専修学校専門課程・各種学校 400,000円、600,000円、800,000円から選択 　　　　　 第２次募集　９月～１月

940万円（520万円）

https://www.kotsuiji.com/  進学準備金（無利子、入学一時金の前倒し貸与制度）

　※（　）内数字は給与以外の所得者 　 高校奨学生でかつ大学・専修学校奨学生予約申込者のみ

400,000円、600,000円、800,000円から選択

(一財)道路厚生会  ○募集時期

交通遺児修学資金援助事業

 ○修学資金

　1人1年間 396,000円　
　※年度途中の新規申込は月割となります。

 ○卒業祝金　100,000円

直接、電話かイ
ンターネットの
ホームページか
ら応募書類を申
込み、直接出願

   随時
　 ※高等学校等入学前でも事前登録が可
　　 能です。事前登録の方へは、高等学
　　 校等への入学対象年齢になる年度に
       申込の案内を送付いたします。

 ○給付期間
　学校が指定する修了年にかかわらず、
   最高３ヵ年

東京都千代田区紀尾井町3-12
紀尾井町ビル11階

https://www.douro-

kouseikai.org/

 ○修学資金
１　東日本・中日本・西日本高速道路株式会社

が管理する道路において交通事故により亡くな
られた方の遺児で、高等学校等に在学中の方

2　申込時、次のいずれかの経済状態にある方

　→所得税を納めていない・住民税又は住民税
の所得割を納めていない・生活扶助を受けてい

る
 ○卒業祝金

・当修学資金の援助を受けながら高等学校等を
卒業した方

・修学資金、卒業祝金ともに返還の必要はありま
せん。

・他団体から奨学金や一時金の貸付・給付を受け
ている場合でも給付対象となります。

（一財）道路厚
生会
交通遺児修学資
金給付係に直接
申込

 ○校種
 高等学校（全日制・定時制・通信制）・高等専門学校の３年生以下・特別
支援学校（盲・聾・養護学校）の高等部・専修学校の高等課程

　自動車損害賠償保障法施行令別表第１及び
別表第２の第１級から第７級までの障害（身
体障害者福祉法の第１級から第４級がほぼ相
当します）

 保護者等が病気や災害（道路における交通
事故を除く）、自死（自殺）などで死亡、ま
たは著しい障害（1～５級）を負い、経済的
な援助を必要としている家庭の生徒・学生

 ℡(03)-6674-1761
（平日 9:30～12:00 , 13:00

～17:00）

 保護者等が道路における交通事故で死亡し
たり、著しい後遺障害で働けないために、経
済的に修学が困難な生徒・学生（申込時２５
歳までの人）
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名　　　　称  　　　資　　　　　　　　格 学　種　・　貸　与　額 募集時期・貸与期間 取扱窓口

(公財)大阪交通災害遺族会  ○奨学金（無利息）　毎月最高２万円まで  ○募集時期

奨学金  ○校種    随時

 ○入学準備金（無利息）

　公立・私立中学校　　　　　　　　　100,000円　

　公立高校・高等専門学校　　　　　　100,000円　

　私立高校・専門学校・公立大学　　　200,000円　

　私立大学　　　　　　　　　　　　　300,000円　

http://www.pansy.or.jp/

アフラック小児がん経験者  奨学金 （支給月額）  ○募集期間

・がん遺児奨学金制度 2０,000円 11月初旬～翌年2月末（予定）

   毎年３期に分けて、７・11・３月に4か月分を

   まとめて給付  ○支給期間

公益財団法人
対象となる教育機関に在学中の期間（正規の
最短修業期間以内）

がんの子どもを守る会　 高等専門学校においては最長で5年間給付（専
攻科は含まず）

 ℡03-5825-6311

http://www.ccaj-

found.or.jp/support-01/

高等学校等奨学生奨学金  奨学金 （支給月額）  ○募集期間

（帰国子女枠及び一般枠） 　大阪府下の高校・高専・専修学校 　　　１１月１日～１２月１５日

（財）山崎豊子文化財団 　　　　（修業年限２年以上の学科の高等課程）  ○支給期間

 堺市西区浜寺昭和町３丁 　　　最短修業年限（３年）
　　　　　３９１番地２ 　　　２０，０００円

　℡（072)266-2522

公益財団法人 奨学金(支給月額) ※貸与ではなく給付  ○募集期間（入学後） 本会奨学金は給付制であり返還の義務はない。

朝鮮奨学会 　　　高校　　　　１０，０００円 ・高校生

　　　学部生　　　２５，０００円 　2023年４月10日（月）10:00開始

2.成績優良であり学資の支弁が困難な者。 　　　修士課程　　４０，０００円 　　　　　5月10日（水）17:00締切

　　　専門職課程　４０，０００円 ・学部生・大学院生

　　　博士課程　　７０，０００円 継続生　2023年3月15日(水)13:00開始

東京都新宿区西新宿1-8-1 　　　　　　　　4月25日(火)17:00締切

新宿ビルディング９階 新規性　2023年４月10日(月)13:00開始

 ℡(03)3343-5757 　　　　　　　　5月12日(金)17:00締切

http://www.korean-s-f.or.jp

（公財）韓国教育財団  奨学金　（支給年額）※貸与ではなく給付です  ○募集期間（入学後）

　　　　奨学金支給事業 　　　高校　　　　　　　　　１２０，０００円 　高校　　　　　　　４月中旬～５月下旬

　　　大学　　　　　　　　　５００，０００円 　大学　　　　　　　４月中旬～５月下旬

（公財）韓国教育財団 　　　大学院　　　　　　１，０００，０００円 　大学院　　　　　　４月中旬～５月下旬

東京都港区三田2-10-6 　　　海外MBA課程　 １２，０００，０００円 　ＭＢＡ・ロースクール　　　随時

三田レオマビル９F

 ℡(03)5419-9171
他団体の奨学金（返済義務なし）との重複受給は
認めません。

http://www.kref.or.jp

　大阪府内在住で保護者を交通事故で亡くさ
れた交通遺児の方

(公財)大阪交通
災害遺族会事務
局

小学校・中学校・高等学校の入学・卒業時に祝金
を支給。
他団体の奨学金との併用可。
卒業証書を提出した場合、奨学金貸与総額の20%
免除

〒542-0012

大阪市中央区谷町7丁目4番15 号

大阪府社会福祉会館内

　高等学校（全日制・定時制・通信制）・
　高等専門学校・大学（短大含む）・大学院・専門学校等

〇奨学金貸与期間
　専門学校・短大２年
　高等学校・専門学校３年
　大学４年
　
〇入学準備金（一括貸与）
　返済は６ヶ月据置後４０回月賦方式

ＴＥＬ 06-6761-5296
ＦＡＸ 06-6761-8526
e-mail：info@pansy.or.jp

在学する中学校
　本奨学金は給付制ですので返還の必要はありま
せん。

以下の要件をすべて満たしていること（詳細は
募集要綱を確認ください）

【共通】
・募集年度の4月時点において高校学校等に在学
予定の方

たは所得が所定の上限を超えない方

【がん遺児】

児で、経済的理由により援助を必要とする方

価）以上の方、評定値を付さない学校の在学生
についてはこれに相当する方、または特定の分

野において全国あるいは都道府県レベルで優れ
た実績のある方（全国大会出場等）

【小児がん経験者】

18歳未満で小児がんを発症した小児がん経験者
で、経済的な理由により援助を必要とする方

公益財団法人が
んの子どもを守
る会　奨学金担
当

この制度に基づく奨学金は原則として返還を要し
ません。（他奨学金との併用可）

　府内に住所を有し、府内の高等学校等に入
学を希望する生徒であり、かつ保護者（祖父
母、曽祖父母等を含む）が引揚者で、終戦前
（昭和２０年９月２日以前）から引き続き中
国に居住し、近年永住の目的をもって帰国し
たもの、または作家山崎豊子の作品及び作家
活動に共鳴し、未来に向けて日中友好の懸け
橋となることを志すもの。

１　日本の高等学校（韓国学校を含む）・大

学・大学院に在学する在日韓国人
２　日本の大学に在学し、韓国学を専攻する日

本人
３　海外トップランキング2０位以内のMBA課

程大学院生で永住権を保持する在日韓国人
４　上記資格に該当する学生で、成績優秀で、

学費の支弁が困難

　期日までに財
団へ郵送で提出
すること

　本奨学金は給付制ですので返還の必要はありま
せん。

　奨学金申請にあたっては、財団ホームページを
参照し、募集要項に記載している申請要件を十分
確認してください。

1.日本の高等学校・大学・大学院に在学する
韓国人・朝鮮人学生(韓国籍・朝鮮籍、本国
からの留学生も含む)。

3.2023年4月1日現在、高校生は満25歳未
満、学部生は満30歳未満、大学院生は満40
歳未満の者。

募集期間内に本
会ホームぺージ
からインター
ネット受付専用
ページにアクセ
スし申請するこ
と。

応募にあたっては本会ホームページを参照し、募
集要項記載の申請要件・方法を十分に確認するこ
と。
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令和５年3月現在
 機関名（名称）  　貸　付　限　度　額  　返　済　期　限 （貸付）利率  　申込及び貸付時期 対　象　校 備　　　考

日本政策金融公庫  　学生・生徒１人につき 1.95%  ・高校・高専・特別支援

　（国の教育ローン 教育一般貸付 ）  　　上限３５０万円 R５.３現在  　学校の高等部・短大

  　大学・大学院

教育ローンコールセンター 一定の要件に該当する方は ※下記に該当する方

 ℡ 0570-008656 (ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ) 上限４５０万円 1.55%  ・専修学校・各種学校

または、03-5321-8656  ・予備校・デザイン学

　 校など

※今後1年間に必要と

※　申込はインターネット 　なる費用 ・外国の高校・短大・

　でも可 　大学・大学院・語学学校

　など（原則３ヵ月以

　上の留学に限る）

※金利は変更となる事があり
ますので、最新の金利につい
ては、ホームページをご確認
下さい。

銀行等各種金融機関 10万円～500万円 10年以内 ・貸付時期

（１万円単位） 　　年　中

・本人確認資料

例：府の指定金融機関である ・通帳、届印

りそな銀行の「教育ローン」 ・資金使途を証明する書類

の場合 ・使いみちを証明できる資料

・その他必要に応じた書類

クレジットセンター

 ℡ (0120)25-8156

    　最長１８年
（元金据置は、在学期間
内可能）

※子供の人数が２人以下で

世帯の年間収入（所得）が

上限額を超える場合でも、

世帯の年間収入が９９０万

円（所得７９０万円）以内

の場合、申込対象になる場

合があります。詳しくは

コールセンターにお問い合

わせください。

世帯の年間収入の上限額
一年中いつでも申込可能

（但し入学資金について
は、入学される月の翌月末
まで融資可能）

・給与所得者

　７９０万円（子供１人）

　８９０万円（子供２人）

　９９０万円（子供３人）

・事業所得者

　（世帯年間所得）

　６００万円（子供１人）

　６９０万円（子供２人）

　７９０万円（子供３人）

　　　　  変動金利

※現在の金利については窓口
にお問合せいただくか、又は
インターネット上のホーム
ページをご覧ください。

※子供４人以上の場合はコールセ
ンターにお問い合わせください。

※医、歯、薬、獣医学
部の就学費用は２０年
以内（１年単位）

https://www.jfc.go.jp/n/finance/se

arch/ippan.html

政　府　・　民　間　の　教　育　ロ　ー　ン　の　概　要

資　　　格

主な提出書類
・借入申込書
・運転免許証またはパスポート
・世帯全員（続柄を含む）が記
載された住民票の写し（原本）
または住民票記載事項証明書
（いずれも本籍地や個人番号(マ
イナンバー)は不要）
・源泉徴収票または確定申告書
（控）
・住宅ローン（又は家賃）と公
共料金のお支払いを確認できる
預金通帳（最近６か月分以上）
・連帯保証人による保証を希望
の場合、予定連帯保証人の源泉
徴収票または確定申告書（控）

入学資金を申し込む場合は、合
格通知書、入学許可書など
在学資金を申し込む場合は、在
学を確認できる書類（学生証、
在学証明書など）とお使いみち
が確認できる書類（授業料納付
通知書、見積書など）

20歳～66歳未満で最終返済時の
年齢が満75歳未満 ・幼稚園・小学校・中学

校・高校・高専・大学・短
大・大学院・予備校・専修
学校

・収入証明（申込金額が50万
円を超える場合）

※医、歯、薬、獣医学部の就
学費用は２，０００万円以内

（１万円単位）
＊各種学校を対象とするか
は、銀行により異なる。

https://www.resonabank.co.jp/koji

n/edu/index.html

※母子家庭・父子家庭・世帯

年収200万円（所得122万

円）以内の方 または、子供

3人以上の世帯かつ世帯年収

500万円（所得346万円）

以内の方

※母子家庭・父子家庭・世帯

年収200万円（所得132万

円）以内の方 または、子供

3人以上の世帯かつ世帯年収

500万円（所得356万円）

以内の方
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 機関名（名称）  　貸　付　限　度　額  　返　済　期　限 （貸付）利率 申込及び貸付時期  　　対　象　校 備　考

近畿労働金庫

ろうきん無担保ローン

「ライフエール」

近畿労働金庫

ろうきん教育ローン（カード型）

※利率はすべて保証料込み

※ローンカードご利用期間中
は１年毎の自動更新となりま
す。

※令和５年4月１日現在

主な提出書類

・奨学生採用候補者決定通知

 貸付時期 ・進学先の合格通知

近畿労働金庫 ※既に納入した場合は対象外

（2023年度日本学生支援機構 ・進学先所定の振込用紙等

奨学生に対する入学金融資制度）

・その他

ヒューファイナンスおおさか  ・大学・短大 ・収入証明書等

一般財団法人 ○高等学校等 1.95%  ・申込期間  ・専修学校 ・入学を確認できる書類

大阪府地域支援人権金融公社 　　　60万円以内 　　 随時受付  ・高校 ・資金の使途、金額

（入学準備資金） 修学年限以内    が確認できる書類

直接の申込みは受け付けない ○大学等  ・貸付時期 ・その他

市町村等の相談窓口へ 　　 100万円以内 Ｒ5.3現在  　　資金が必要となる

http://www.hf-osaka.jp/ 　 　時まで

・入学時に必要な金額がわか
る書類

令和4年11月4日から
令和5年３月31日まで

・親子関係確認書類（健康保
険証または住民票等）（借主
（学生）の方が未成年の場
合）

※店頭に説明書・申込書類を
ご用意しております。

・日本学生支援機構の「入

学時特別増額貸与奨学金」

支給対象校に進学する奨学

生採用候補者で奨学金受取

口座を近畿労働金庫に指定

できること

・近畿労働金庫の地域内に

居住または勤務先のある者

の子であること

・融資申込時点で「入学時

特別増額貸与奨学金」の支

給要件を満たしていること

「入学時特別増額貸与
奨学金」が奨学金振込
口座に振込まれる日、
または、７月の奨学金
支給日のいずれか早く
到来する日まで

年1.80％
（固定金利）

・大学・短大
・大学院
・専修学校（専門課程）

※「入学時特別増額貸与
奨学金」支給対象校およ
び対象学科であること

１，０００万円以内

※所属組合・雇用形態等によっ

て異なる場合があります。

●会員組合員
（近畿労働金庫に出資
加入している労働組合

等の組合員）

●生協組合員
（近畿労働金庫に出資
加入し相互の協同・連
携を確認している生協
の組合員の方および同

一生計のご家族）

●一般勤労者
（上記、会員組合員・
生協組合員以外の方

で、近畿２府４県にお
住まいかお勤めの方）

※
審
査
の
結
果
、

ご
希
望
に
そ
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

最長10年

※店頭で返済額を試算い

たします。

【 固定金利 】

●会員組合員の方
年2.7％

●生協組合員の方
年2.9%

●一般勤労者の方
年3.2%

※利率はすべて保証料込み
※令和５年4月１日現在

主な提出書類
 ・入学、在学を証する書類
（合格通知書、在学証明書、
学校が発行する専用納付書
等）
 ・資金の使途証明書類
（入学資金明細書、授業料納
付書等）
・収入証明書
（所得証明書、住民税決定通
知書等）
・本人確認書類
（運転免許証、健康保険証
等）
・その他

※ろうきん無担保ローン「ラ
イフエール」では、申込金額
によっては提出書類（本人確
認書類は除く）が不要となる
場合があります。
※店頭に商品説明書・申込書
類をご用意しております。

（公社所定金利）

・高校、大学等に進学を予定し
ている生徒の保護者等で、府教
育庁または市町村等の相談窓口
を経由した方

※　各機関によって、貸付限度額・利率等に変更がある場合がありますので、利用にあたっては各機関等にお問い合わせ下さい。

資　　　格

通　期

・幼稚園、小学校、
　中学校、高等学校、
　高専、大学、
   短大、大学院
・専門学校
・予備校

「決定通知」に記載の「入学
時特別増額貸与奨学金」の範
囲内

最高50万円
（入学金・授業料）

最長２０年

【 変動金利 】

●会員組合員の方
年2.7％

●生協組合員の方
年2.98%

●一般勤労者の方
年3.2%

 


※2023年度の受付は終了しておりま

す。貸付時期および制度内容は例年10

月下旬頃に決定いたします。

・本人確認書類（運転免許
証、健康保険証等）

お客さまセンター

０１２０－１９１－９６８
近畿労働金庫ホームページ
https://www.rokin.or.jp/

お客さまセンター

０１２０－１９１－９６８
近畿労働金庫ホームページ
https://www.rokin.or.jp/
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令和５年３月現在

国公立 私　立 国公立 私　立 国公立 私　立 国公立 私　立

 月　額  月　額  月　額  月　額  月　額  月　額  月　額  月　額

　　円 円

生活保護法により高等学校等就学費を受けることができる場合を
除く。予算の範囲内で給付　約１００名

給付

3月初旬～4月初旬

6月可

 給付
教育指導室人権教育係
0721-25-1000(内364)

世帯の前年分所得等により審査（生活保護世帯を除く）
を行い、定員（350名）を選考する。

総額２５万円
（年額：１年生１５万円、２、３年生各５万円）
採用予定10名程度

教育研究所奨学金係
072-970-3123

無利子
貸与

可 12月～3月

対象：住民税非課税世帯・準ずる世帯（生活保護世帯を除く。）
専修学校高等課程は、高卒資格を得られる場合のみ。
採用：120名予定

可 給付 6.１～6.303,000
教育指導課
0721-53-1111(内
747,759)

3,000

年額
200,000

年額
200,000

吹 田 市

箕 面 市

年額
150,000

以内

年額
300,000

以内

年額
150,000

以内

豊 中 市

交 野 市

年額
50,000

摂 津 市

10,000高 槻 市

年額
50,000

年額
50,000

4,0004,000

10,000

八 尾 市

4,500

12,000

枚 方 市 6,500

年額
40,000

大 東 市

 年額
1年生

150,000
２、３年生
各50,000

年額
20,000

年額
40,000

12,000

柏 原 市

和 泉 市

年額
40,000

6,000

1.5～3月末

可

富 田 林 市

8,000

大 阪 狭 山 市 12,000

3,000河 内 長 野 市 3,000

12,000

 年額
1年生

150,000
２、３年生
各50,000

7,000 11,000

3,500

7,000

給付 可3,500

6,000 6,000 12,000

6,000 8,000

年額
40,000

年額
80,000

高等課程

6,5004,500

 年額
1年生

150,000
２、３年生
各50,000

年額
1年生

150,000
２、３年生
各50,000

4,000

 　　円  　　円

6,000 6,000

年額
20,000

11,000

4,000

年額
50,000

年額
300,000

以内

年額
32,000

年額
32,000

年額
32,000

年額
32,000

大　　　　　学
専　修　学　校

市　町　村　奨　学　金　制　度　一　覧　表

池 田 市 3,000 3,000

他
の
奨
学
金

と
の
併
給
の

可
否

担　当　課

給
付
・
貸
付

の
別

給付

 市町村名

堺　市

高　　　　　校

給付

無利子
貸付

年額
80,000

10,000 10,000

年額
60,000

年額
60,000

14,000

12,000

専門課程

学務課
072-754-6291

・経済的理由のため学資の支弁が困難な者。
・採用予定人数：各15名程度
・申請は高校・大学１年生に限る。

4.1～4.21

大阪市内に住所を有し、市民税非課税世帯（生活保護世帯を除
く）で、高等学校、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に
通学する生徒。
※府の奨学のための給付金対象者は当該給付金額を控除する。大
阪府以外の給付型奨学金を受ける場合は、支給を停止、又は減額
することがある。
請求にあたっては領収書等必要。

給付型
とは併
給不可

６月中～７月１日

（各学校で設定）
学校運営支援センター
事務管理担当
06-6115-7641

給付

学務給食課学務係
072-924-3872(直通）

・所得制限あり
・校長推薦必要

備　　　　　　　考

募
集
期
間

学務課奨学係
072-228-7485

・高校1年生と特別支援学校高等部に通学する生徒。
　世帯の前年分所得により審査。採用予定人員480名
・大阪府の「奨学のための給付金」との併給不可

可
学務保健課
06-6858-2553

可

無利子
貸与

無利子
貸付

無利子
貸付

可

給付 可

４月初旬～随時

4月初旬

～12月初旬

・貸付額については担当室にお問い合わせください。
・専修学校：修業年限２年以上が対象
・採用予定者数：各年度の貸与計画による。

・専修学校：修業年限２年以上が対象
・採用予定者数：各年度の給付計画による。
・市民税非課税世帯対象（ただし生活保護世帯を除く）

所得制限あり

7.3～7.12

給付型
とは併
給不可

給付型
とは併
給不可

保健給食課学校保健チーム
072-674-7608

3月～翌1月末

学校生活支援室
072-724-6760

予約募集11.1～11.30

追加募集6月下旬～7月上旬

学務課
06-6155-8196

 一斉受付 4.3～

5.25、以降は3月末ま

で随時受付

市民税所得割非課税措置に準ずる世帯に支給する。（生活保護世
帯を除く）

子育て支援課
06－6383－1980（直通）

可 専修学校は修学年限２年以上が対象14,000

所得制限あり
連帯保証人が必要

学務保健課
072-810-8011

給付 可
住民税課税標準額の低い順に予算の範囲内で選定。
但し、府の奨学のための給付金対象者は選定の対象としない。

学校支援課
050-7105-8043（直通）

６/1～6/30

1.5～３月末

無利子
貸与

大阪府育英会との併給は不可、専修学校は高等課程のみ、短大
（専門職短期大学を含む）は大学（専門職大学を含む）と同じ

学校管理課
072-870-9642

可

年額
40,000

学校長の推薦、連帯保証人が必要
無利子
貸与

学校教育グループ
072-366-0011(内810)

不可 ４月中

可

年額
20,000

大阪府育英会等、他の貸与型との併用不可。
所得制限あり。連帯保証人が必要。

2月初旬～3月中旬
教育・こども部学校教育室
0725-99-8160（直通）

無利子
貸与

大 阪 市

 　　円 　　円

年額
第１学年

107,000
上記以外
72,000

以内

年額
20,000

年額
40,000

年額
第１学年

107,000
上記以外
72,000

以内

 　　円 　　円

給付

貸与型
とは併
用不可

2月～3月
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国公立 私　立 国公立 私　立 国公立 私　立 国公立 私　立

 月　額  月　額  月　額  月　額  月　額  月　額  月　額  月　額

年額 年額 年額 年額 年額 年額

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

年額 年額

200,000 200,000

 市町村名

高　　　　　校 大　　　　　学

岸 和 田 市

高 石 市

10,000

年額
200,000

年額
150,000

年額
60,000

5,000

15,000

豊 能 町 25,00012,000

能 勢 町 30,000

3.1～4.30

可
無利子
貸与

無利子
貸付

 可

１月中旬～
２月下旬

忠 岡 町 7,000

15,000

泉 佐 野 市

15,000

貝 塚 市 20,000

専　修　学　校

15,000

無利子
貸付

12.1～1.10

15,000

高等課程

5,000

25,000

30,000

専門課程

教育みらい課
0725-22-1122

担　当　課

10,000

保証人が必要
短大及び高専（４年以上）は大学と同じ

本市に住所を有し、経済的理由による修学が困難な者
高等学校等又は大学等に在籍する者
＊連帯保証人２名が必要。

　中等教育学校の後期課程及び高専は高校と同じ。短大は専修学
校と同じ。
　貸付期間は、高等学校・高等専門学校・中等教育学校の後期課
程又は特別支援学校の高等部については、貸し付けた月から法に
定める当該学校の修行年限まで。専修学校・短期大学・大学につ
いては、貸し付けた月から当該年度末まで。

学校教育課
072-275-6434

本市に住所を有する保護者の子弟で、経済的な理由により修学が
困難な者。短大は大学と同じ。所得制限あり。通信課程は除く。
学校長の推薦、連帯保証人が必要。

教育総務課
072-739-3426

学校教育総務課
072-734-2693（直通）

教育総務課
075-962-2616

高等専門学校は高校と同じ4,000

5,000

10,000

所得制限あり
保証人が必要

4.1～4.30

無利子
貸与

20,000

無利子
貸与

可 ４月初旬

教育総務部総務課学事担当
072-423-9607

12月初旬～中旬頃

募
集
期
間

可

他
の
奨
学
金

と
の
併
給
の

可
否

4.初旬～4.下旬

学校教育課
072-433-7108(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

保護者が本市に住所を有し、保護者の市町村民税所得割額が基準
額以下である者。

学校教育課
072-493-2090(直通)

無利子
貸与

給
付
・
貸
付

の
別

無利子
貸与

可

備　　　　　　　考

15,000

年額
150,000

年額
60,000

25,000

年額
60,000

年額
150,000

年額
150,000

25,000

30,000
以内

40,000
以内

5,000

12,00012,000

島 本 町

7,000

田尻町

可 ８月・１月

無利子
貸与

可

 可

給付 可 7月・1月

12,000

30,000
以内

40,000
以内

5,000 5,000

30,00030,000

学事課
072-466-5022

教育管理課
072-466-5022
（R5.4から）

田尻町育英奨学金給付事業
田尻町内に住所を有し、日本学生支援機構の①給付型奨学金又は
②貸与型（第１種　無利子）奨学金を受給している大学生等（大
学生、短期大学生、高等専門学校生、専修学校生）に年額10万
円、大学院生に年額20万円の育英奨学金を給付する。

スーパーグローバル大学進学者奨学金給付事業
田尻町内に住所を有し、スーパーグローバル大学創生支援事業に
指定された大学（タイプA)に在学している大学生に奨学金とし
て年額20万円を給付する。  
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令和５年３月現在

円 円 円 円 円 円 円 円

200,000
以内

200,000
以内

国公立 私　立

有利子
貸付

豊 中 市
200,000

以内

箕 面 市

第１子
100,000

第２子以降※
180,000

第１子
100,000

第２子以降※
180,000

第１子
100,000

第２子以降※
180,000

交 野 市 60,000 60,000

茨 木 市

大 東 市

募
集
期
間

給
付
・
貸

付
の
別

国公立

他
の
奨
学

金
と
の
併

給
の
可
否

市民税非課税世帯（生活保護世帯を除く）
※平成12年４月２日～平成20年４月１日生まれの兄弟姉妹が同
一世帯にいる場合、第２子として支給。該当者が２人以上の場
合、１人は第１子として支給

・貸付額については担当室にお問い合わせください。
・専修学校：修業年限２年以上が対象
・採用予定者数：各年度の貸与計画による。

学校生活支援室
072-724-6760

能 勢 町

富 田 林 市 10,000 10,000

和 泉 市

150,000

松 原 市
150,000
100,000

50,000

実費相当分

50,000
を限度

泉 佐 野 市

八 尾 市
140,000

以内

10,000 80,000

150,000
を限度

90,000

50,000
を限度

40,000

実費相当分 実費相当分実費相当分

100,000 100,000 100,000 100,000

教育総務課
075-962-2616

各貸与額を限度として10,000円単位で希望する額を貸与。
８月募集分は、大学・専修学校(専門課程)が対象。
本市に住所を有する保護者の子弟で、経済的な理由により修学が
困難な者。所得制限あり。通信課程は除く。学校長の推薦、連帯
保証人が必要。

注意：利用にあたっては必ず各市町村の窓口で確認してください。

200,000

50,000
を限度

200,000

40,000

90,000 90,000

40,000 40,000

150,000
を限度

実費相当分 実費相当分

90,000

無利子
貸与

岸 和 田 市 150,000 200,000

短大
200,000

を限度
大学

250,000
を限度

無利子
貸付

給付

 可
１月中旬～
２月下旬

教育総務部総務課学事担当
072-423-9607

 可

９月
学校教育課
072-493-2090(直通)

2月初旬～
3月中旬

無利子
貸付

2年課程
200,000

を限度
3年課程以上

250,000
を限度

無利子
貸与

給付 可

学校教育課
072-433-7108 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

島 本 町
無利子
貸付

 可

・保証人が必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・
申請先は在学する中学校　・所得制限あり

 不可

生活保護法により高等学校等就学費を受けることができる場合を
除く。奨学金認定者のうち、１年生のみ付加

給付

無利子
貸　付

 可

入学時に必要となる教科書代、制服代の実費相当分を貸与。奨学
金の貸与を受けることが必要。

学校教育総務課
072-734-2693（直通）

12月初旬～中旬頃
保護者が本市に住所を有し、保護者の市町村民税所得割額が基準
額以下である者。

可

貸与型
とは併
用不可

実費相当分

大阪府育英会の入学資金の貸与を受けている者は、貸与額の１/
２を貸与
高等専門学校は高校と同じ

実費相当分

教育・こども部学校教育室
0725-99-8160（直通）

10,000

私　立

高等課程 専門課程

私　立

1.5～３月末

50,000
を限度

大　　　　　学
専　修　学　校

無利子
貸付

給付  可 １月初旬～３月末

可

1.5～1.31

第１子
100,000

第２子以降※
180,000

無利子
貸付

12月中旬
～

1月中旬

3月初旬～4月初旬

所得制限あり
連帯保証人が必要

不可

１月初旬
～１月下旬

可

貸付金額は３つの貸与額のいずれかを選択
申請は在学中学校で受付

無利子
貸付

金融機関（市指定）への貸付の斡旋  期限内完済者に対しての利
子補給制度あり ３年以内に返済

学務保健課
072-810-8011

大阪府育英会との併給は不可、専修学校は高等課程のみ、短大
（専門職短期大学を含む）は大学（専門職大学を含む）と同じ

学務課 学事係
072-620-1684

学校管理課
072-870-9642

無利子
貸付

大阪府育英会等、他の貸与型との併用不可。
所得制限あり。連帯保証人が必要。

生活保護法により高等学校等就学費を受けることができる場合を
除く。所得制限あり。

高等学校等に進学しようとする泉佐野市立中学校３年生の申請資
格を有する保護者のうち、給付申請を行い、その審査の結果、給
付選定がなされた者。　対象生徒　５０人以内

学務給食課学務係
072-924-3872（直通）

教育指導室人権教育係
0721-25-1000(内364)

教職員課
 072-337-3132

担　当　課

市　町　村　入　学　資　金　一　覧　表

 市町村名

貝 塚 市

国公立

12.1～1.10

 可 ８月・１月

未定
学務保健課
06-6858-2553

高　　　　　校

国公立私　立

 可

11月下旬～
　　12月中旬頃

10,000 70,000 80,000 100,000 10,000 可

100,000

150,000
100,000

50,000

200,000100,000

150,000
100,000

50,000

90,000 90,000

10,000

150,000
100,000

50,000

140,000
以内

東 大 阪 市
学事課
06-4309-3272

可 9月頃・１２月頃
無利子
貸付

500,000 500,000
・市内在住　・所得制限有　・保証人必要
・短大は大学と同じ

250,000 500,000 500,000250,000250,000 250,000

備　　　　　　　考

70,000
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円 円 万円 万円 万円 万円

自　 宅 45,000 20,000、30,000 742 345 1,096 688

自宅外 51,000 20,000、30,000、40,000 800 392 1,143 735

自　 宅 54,000 20,000、30,000、40,000 805 397 1,148 740

自宅外 64,000 20,000、30,000、40,000、50,000 852 444 1,195 787

自　 宅 45,000 20,000、30,000

自宅外 51,000 20,000、30,000、40,000

自　 宅 54,000 20,000、30,000、40,000

自宅外 64,000 20,000、30,000、40,000、50,000

自　 宅 45,000 20,000、30,000 720 330 1,081 673

自宅外 51,000 20,000、30,000、40,000 785 377 1,128 720

自　 宅 53,000 20,000、30,000、40,000 784 376 1,127 719

自宅外 60,000 20,000、30,000、40,000、50,000 831 423 1,174 766

自　 宅 45,000 20,000、30,000

自宅外 51,000 20,000、30,000、40,000

自　 宅 53,000 20,000、30,000、40,000

自宅外 60,000 20,000、30,000、40,000、50,000

自　 宅 45,000 20,000、30,000 692 310 1,061 653

自宅外 51,000 20,000、30,000、40,000 756 355 1,106 698

自　 宅 53,000 20,000、30,000、40,000 783 375 1,126 718

自宅外 60,000 20,000、30,000、40,000、50,000 828 420 1,171 763

自　 宅 45,000 20,000、30,000

自宅外 51,000 20,000、30,000、40,000

自　 宅 53,000 20,000、30,000、40,000

自宅外 60,000 20,000、30,000、40,000、50,000

  （注１）第一種奨学金の「最高月額」は併用貸与の家計基準を満たしている場合に選択可。

  （注２）家計基準は、大学在学・短期大学在学・専修学校（専門課程）在学については令和４年度在学採用における、

　  　　　大学予約・短期大学予約・専修学校（専門課程）予約については令和５度進学予定の予約採用における目安です。
　　　　

１申込対象者

　（１）予約採用の場合

            

　（２）在学採用の場合

大学・短期大学又は専修学校専門課程に在学する学生で、優れた資質を有し、経済的理由により修学困難な人。

２家計基準

　　表中の家計基準は、４人世帯の家計を支えている人の年収・所得の上限額の目安です。

　　　原則として、申請時に提出されたマイナンバーにより家計基準を審査します。マイナンバーで確認できない所得等の情報は、

　　　証明書類の提出が必要になります。

　　　　 <収入証明として提出するおもな書類>

　（１）予約採用の場合

　　　　　 ①前年途中又は本年新たに就職した場合：申請時現在の月収を証明する書類(写）

　　　　　 ②年金受給者：年金振込通知書又は年金額改訂通知書又は年金証書（写）

　（２）在学採用の場合

　　　　　 ①前年途中又は本年新たに就職した場合：申請時現在の月収を証明する書類(写）

　　　　　 ②年金受給者：年金振込通知書又は年金額改訂通知書又は年金証書（写）　　

　　　　　 ③雇用保険受給者：雇用保険受給資格者証（写）

日本学生支援機構（大学、短期大学、専修学校専門課程）

貸与金額、家計基準、返還方法等

（令和５年３月現在）

学校種別　　　　　　項目

貸与月額
家計基準

（４人世帯の年収・所得の上限目安）

取扱窓口第一種（無利息） （注１）
第ニ種

(利息付)

第一種（注１） 第二種

最高月額 最高月額以外
給与
所得

給与所得
以外

給与
所得

給与所得
以外

大学在学

国公立

2～12万円

(1万円単位)

から選択

在学して
いる大学

私立

大学予約

国公立

747 349 1,100

短期大学
在学

国公立 私立大学の医

学・歯学・薬

学又は獣医学

を履修する課

程に在籍する

者は、月額１

2万円を選択

した者に限り

医学・歯学は

4万円、薬

学・獣医学は

2万円の増額

ができる。

（利息は、原

則として基本

月額に係る利

率に0.2％上

乗せした利率

で計算）

在学して
いる短期
大学私立

短期大学
予約

在学して
いる高校
等私立

747 349

692

在学して
いる高校
等

在学中は無利

息。卒業後年

3％を上限と

する利息付
私立

国公立

747 349 1,100

国公立

1,100 692

在学して
いる高校
等私立

692

※高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者も対象となる場合があります。詳細はJASSOホームページで確認。

専修学校
(専門課程)

在学

国公立 在学して
いる専修
学校私立

専修学校
(専門課程)

予約

高等学校等を卒業見込みの人、卒業後２年以内の人で、大学・短期大学又は専修学校専門課程へ進学する希
望をもっている、優れた資質を有し、経済的理由により修学困難な人。
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３学力基準

　（１）第一種

　　　①予約採用の場合

             　高等学校等における申込時までの成績の平均値が3.5以上

　　　②在学採用の場合

　　　　 　高等学校等における最終２か年の成績の平均値が3.5以上（大学・短大）

　　　 　　高校等の2～3年の成績の平均値が3.2以上（専修学校専門課程）

　　　　　

　　 　 　・ 特定の分野において特に優れた資質能力を有し、特に優れた学習成績を修める見込みがあること

　　　  　・ 大学等における学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込みがあること

              ・給付奨学金と併せて利用する場合は、第一種奨学金の貸与される月額が制限されます。

　（２）第二種

　　　①予約採用の場合

　　　  　・ 高等学校等での申込時までの全履修科目の学習成績が、当該学校におけるその人の属する学年の

                  平均水準以上であること

　　　　  ・ 特定の分野において、特に優れた資質能力を有すると認められること

　　　  　・ 大学等における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること

　　　②在学採用の場合

　　　  　上記に同じ

      　　■高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）の合格者、機構が定める基準に該当する科目

　      　　合格者又は出願者は、第一種・第二種奨学金の学力基準に準ずると認められます。

貸与奨学金にかかる家計基準、学力基準は変更になる可能性があります。

令和5年度の基準は申込希望者向けの奨学金案内（日本学生支援機構のホームページに掲載）等

でご確認ください。

４返還方式

　　　　

５減額返還制度・返還期限猶予制度

　（１）減額返還制度

　　　　

　　 　　

　　　　 

　　　　＊前記４返還方式にて「所得連動返還方式」を選択した人は、減額返還制度を利用できません。

　（２）返還期限猶予制度

６返還免除

　

　　  　 　

ホームページ　https://www.jasso.go.jp/

＊生計を維持する人（２人いる場合には２人とも）の住民税が 非課税の場合、または生活保護を受けている世帯の者
又は社会的養護を必要とする者に該当する場合は、①及び②に替えて次のいずれかに該当すること。

〇在学猶予… 卒業後、大学・短期大学・大学院・高等専門学校・専修学校に在学する場合、「在学届」または「在
学猶予願」の提出により卒業時まで返還期限が猶予される制度です。（通算10年が限度）

〇一般猶予… 卒業後、災害、傷病、経済困難、失業など返還できない事情が生じた場合、願出により返還期限が猶
予される制度です。（通算10年が限度。ただし、傷病等の事由によっては制限なし。）

日本学生支援機構の奨学金制度について詳しく知りたい場合は、ホームページにて確認。
※貸与・給付奨学金に関する手続きのスケジュール等については、在学する学校に確認。

２０１７年度より、新たに第一種奨学金の奨学生として採用された人については、これまでの返還方式である「定額返
還方式」に加え、所得に応じた返還方式である「所得連動返還方式」が選択可能となります。

卒業後、災害、傷病、経済困難、失業など返還できない事情が生じた場合、一定の要件を満たすこと で、返還期間を
延長して返還月額を1/2（6ヶ月分を12ヶ月で返還）又は1/3(4ヶ月分を１２ヶ月で返還）に減額することができま
す。

１回の申請で認められる適用期間（延長後の返還期間）は1年（12ヶ月）が限度で、通算の適用期間は15年（180ヶ
月）が限度です。

本人が死亡、精神若しくは身体の障害により、返還ができなくなった場合は、願出によって返還未済額の全部又はその
一部の返還が免除される制度です。

 



 

13 

 

　　【利率：年３％を上限とする基本月額に係る利率に０．２％を上乗せした利率（財投の利率が

　　　年２．９％を超え年３．１％以下の場合は年３．１％とし、財投の利率が年３．１％を超える

　　　場合は財投の利率が適用される）】

　①対　　象

　②申込時期

　③貸与額等

　①対　  象

　②申 込 等

   ③貸 与 額

　併せて、入学時特別増額貸与奨学金を選択可

在学採用・１年次から卒業まで貸与した場合（定額返還方式）

貸与月額 貸与月数 返還総額 月賦金額 返還回数

（自宅通学）円 月 円 円 （年）

国公立 45,000 2,160,000 12,857 168（14）

40,000 1,920,000 12,307 156（13）

54,000 2,592,000 14,400 180（15）

国公立 45,000 1,080,000 7,500 144（12）

40,000 960,000 8,000 120（10）

53,000 1,272,000 8,833 144（12）

国公立 45,000 1,620,000 10,384 156（13）

40,000 1,440,000 9,230 156（13）

53,000 1,908,000 12,230 156（13）

20,000 480,000 4,444 108（  9）

30,000 720,000 6,666 108（  9）

20,000 960,000 8,000 120（10）

30,000 1,440,000 9,230 156（13）

☆入学時特別増額貸与奨学金

　予約採用又は第一学年において第一種・第ニ種奨学金を申し込んだ人で、機構の認定した
所得金額が０万円以下となる人。又は「国の教育ローン」に申込をしたけれど低所得等を理
由に利用できなかった人は、認定所得金額を０円以下とみなす。

　第一種・第ニ種奨学金申込時に希望する。

　初回基本月額に１回のみ10・20・30・40・50万円を増額して貸与する。

☆海外留学を希望する人の予約奨学金（第二種奨学金:有利子）

経済的理由により修学に困難があると認められる人で、

（進学前に申し込む予約採用）

ア.高等学校等を卒業見込みの人または卒業後3年以内の人
イ.高等専門学校3年次修了見込みの人または修了後5年以内の人
ウ.高等学校卒業程度認定試験合格者（科目合格者、受験手続済みの人含む）

（進学後に申し込む在学採用）
エ.海外の大学に在学する人

　在学する学校又は卒業した学校で予約申込（上記イ.ウ.エの人は機構に直接申込）

　（留学する年度の前年度の７月～１0月、その他、年間数回の募集を実施）

　月額　２万円～１２万円（１万円単位）から選択

☆日本学生支援機構の返還例

第一種奨学金（無利子）

大　　学 48
私  立

短期大学
専修（専門）

２年課程
24

私  立

専修学校
（専門課程）

３年課程
36

私  立

国公・私立、自宅・自宅外共通

24

48

　※2017年度以降、新たに第一種奨学金の奨学生として採用された人については、これまでの返還方式である「定額返還方
式」に加え、所得に応じた返還方式である「所得連動返還方式」が選択可能です。  
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月賦金額 返還回数

（円） （年）

２万円 8,405 120（10）

３万円 9,827 156（13）

４万円 13,104 156（13）

５万円 14,322 180（15）

６万円 16,183 192（16）

７万円 16,110 228（19）

８万円 17,568 240（20）

９万円 19,763 240（20）

　  １０万円 21,960 240（20）

　  １１万円 24,156 240（20）

　  １２万円 26,352 240（20）

月賦金額 返還回数

（円） （年）

２万円 4,648 108（ 9）

３万円 6,973 108（ 9）

４万円 8,405 120（10）

５万円 8,834 144（12）

６万円 9,827 156（13）

７万円 10,694 168（14）

８万円 13,104 156（13）

９万円 13,750 168（14）

　  １０万円 14,322 180（15）

　  １１万円 15,755 180（15）

　  １２万円 16,183 192（16）

※2023年3月末貸与終了者の利率0.905％（利率固定方式）で貸与されたものと仮定して計算しています。

※利率の上限は3.0％です。

第ニ種奨学金（有利子）（在学中無利息）

大学学部（貸与月数48月）の場合

貸与月額
貸与総額 返還総額

（円） （円）

960,000 1,008,663

1,440,000 1,533,233

1,920,000 2,044,327

2,400,000 2,578,053

2,880,000 3,107,328

3,360,000 3,673,222

3,840,000 4,216,365

4,320,000 4,743,443

4,800,000 5,270,480

5,280,000 5,797,558

5,760,000 6,324,618

短期大学・専修学校専門課程（貸与月数24月）の場合

貸与月額
貸与総額 返還総額

（円） （円）

480,000 502,070

720,000 753,136

960,000 1,008,663

1,200,000 1,272,054

1,440,000 1,533,233

1,680,000 1,796,686

1,920,000 2,044,327

2,160,000 2,310,044

2,400,000 2,578,053

2,640,000 2,835,867

2,880,000 3,107,328

☆給付奨学金

制度の詳細や最新の情報については文部科学省ホームページをご覧ください。
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
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【奨学金の種類】

・入学時増額奨学資金 ：高校等（中等教育学校の後期課程を除く）入学前に、入学金等必要な

　資金を貸し付けます。

・奨学資金 ：高校等在学中に、必要な学資を貸し付けます。

○申込資格者

・ 保護者（父母等）が大阪府民であって、下記所得基準（保護者所得合算）を満たし、

○申込期間等

○所得基準・貸付限度額等

・

・

 (1)入学時増額奨学資金のみ「25万円」を借りた場合

 (2)奨学資金のみ「30万円」を借りた場合

 (3)入学時増額奨学資金「25万円」と奨学資金「30万円」の「総額55万円」を借りた場合

○返還の猶予・減免

・

・

大阪府育英会奨学金貸付（高校、専修学校高等課程等）

返還額及び返還期間は借入総額等により異なります。

・返還月額4,000円（返還年額48,000円）　返還期間　5年3ヶ月

・返還月額10,000円（返還年額120,000円）　返還期間　4年7ヶ月

借入された方が、病気や経済的な理由により、約束どおりの返還が困難となった場合、返還が猶予さ
れる場合があります。また、死亡や障害等によって返還することができなくなった場合、返還が免除
される場合があります。

高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む）、高等専門学校
又は専修学校（高等課程）に進学を希望、又は在学する生徒の方

中学校３年生の
9月上旬から１０月上旬頃で
各中学校が定める期間

※成績要件はありません。

在学募集
（奨学資金のみ）

※入学時増額奨学資金は申込みできません。

返還の猶予や減免には、所定の手続きが必要です。必ず大阪府育英会に連絡してください。

上記奨学金に関する問い合わせ先
　在学する学校　又は　公益財団法人大阪府育英会 採用貸付課　（電話番号06-6357-6272）

大阪府育英会では、向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な生徒の方に、奨学金の貸付を
行っています。

高校等を卒業後、6ヶ月を経過した後、育英会が定める額を返還しなければなりません。

・返還月額8,000円（返還年額96,000円）　返還期間　3年2ヶ月

高校等進学（進級）後の
４月中旬から５月上旬頃で
各高校等が定める期間

○奨学金の返還

在学している高校等

申込期間 申込先

在学している中学校
予約募集

（奨学資金・入学時増額奨学資金）

募集区分

下記【算式】
による算出額

年収めやす
(※１)

国公立
私　立

251,100円未満 ～800万円
授業料実質負担額 (※2)＋その他教育費10万円
（授業料実質負担額が実質無償となる場合は、10万円）

私立
のみ

251,100円以上
347,100円未満

800万円～
1,000万円

24万円
（授業料実質負担額が24万円を下回る場合は、その額が上限。
府内の私立高校生を含む2人以上の子どもを扶養する年収800万円以上の世帯
が大阪府授業料支援補助金の給付を受ける場合は、貸付限度額が異なる、もし
くは貸付対象外となる場合があります。）

奨
学
資
金

入
学
時
増
額

国公立
私　立

154,500円未満 ～590万円
国公立　　  5万円以内（通信制課程も同額）
私　立　　25万円以内（通信制課程は15万円以内）

【算式】市町村民税の課税標準額×６％－市町村民税の調整控除の額（保護者合算）
　(政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じた額）

■上記は、令和5年度入学生を対象とした貸付内容等です。今後変更となる場合があります。

(※2)各校の授業料年額から、国の就学支援金や大阪府授業料支援補助金、学校独自の減免等を差し引いた 実質的な授業料負担額
　　  をいいます。

(※1)保護者のうちどちらか一方が働き、子ども2人（16歳以上19歳未満1人、16歳未満1人）がいる 4人世帯の場合のものです。
        実際は、上記算式により算出された額（保護者合算）により判定します。

貸付限度額【年額】
(貸付額：貸付限度額の範囲内で希望する額[1万円単位])

所得基準

奨
学
資
金

区分
対象
学校
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国公立 １～３年 27,000円 34,500円

私立 １～３年 45,000円 52,500円

１～３年 31,500円 33,750円

４・５年 67,500円 76,500円

１～３年 48,000円 52,500円

４・５年 98,500円 115,000円

国公立 １・２年 67,500円 96,500円

私立 １・２年 93,500円 131,000円

国公立 １・２年 67,500円 78,000円

私立 １・２年 89,000円 126,500円

国公立 １～４年 71,000円 108,500円

私立 １～４年 108,500円 146,000円

修士課程 132,000円 132,000円

博士課程 183,000円 183,000円

修士課程 132,000円 132,000円

博士課程 183,000円 183,000円

※各種学校については「修業資金」として貸付できる場合があります。詳しくは上記問合せ先にご相談ください。

申込期間 据置期間 問合せ先

自 宅

自宅外

自 宅

自宅外

自 宅

自宅外

自 宅

自宅外

国公立

私立

    ・　借受人の個人番号がわかる書類

　 ・   児童扶養手当証書の写しなど扶養を証明する書類

　 ・　その他（詳しくは相談時にご確認ください）

　 ・　貸付は生活状況と返済能力等の審査後、必要性と返済能力が認められる場合に限ります。

 　・   申請者もしくはその母、父が税等の公共料金を滞納していないことを証明する書類

410,000円

150,000円

高等専門学校
短期大学
大　　学
専修学校

（専門課程）

　 ・　子自身が貸付を受ける場合は、返済能力のある母、父又は第三者が連帯保証人になる必要があります。

 　・   申請者もしくはその母、父及び連帯保証人の収入を証明する書類

私立

 　・　20歳未満の子を扶養している母子家庭の母・父子家庭の父及び寡婦が現に扶養する子

410,000円

 　・　返済期間は計画を立てたうえで、できるだけ短期間になるように設定してください。

　 ・　高等教育の修学支援新制度による支援が決定した方は、減免額及び給付型奨学金受給額を控除した範囲内での貸付となります。

 　・　父母のない20歳未満の児童

590,000円

 　・　戸籍謄本（発行後３か月以内のもの）

大　　学

高等学校
専修学校

（高等課程）

国公立

420,000円

420,000円

※高校授業料実質無償化分は貸付対象外。

高等専門学校
国公立

高等学校
専修学校

（高等課程）

160,000円

私立

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金

申込期間 据置期間 問合せ先

修学資金（令和5年３月末現在）

自　　宅　　外

貸付限度額　（月額）

自　　　　　宅

○連帯保証人

 　・   学校案内（入学金・授業料等がわかるもの）

　 ・　生活保護を受けている場合などは、子自身が借主となり、別世帯の連帯保証人を設けることにより貸付申請が可能です。

　 ・　月賦 口座振替　卒業後６か月間の据置期間経過後から返済開始。違約金(延滞金)は年３％

　 ・　無利子貸付です。

 　・   これらの取扱いは大阪府が所管する市町村（政令市・中核市以外）に関するものです。
　   　  大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市にお住まいの方は、それぞれの市へお問い合わせください。

 　・   修学資金：入学を証明する書類　　就学支度資金：合格通知等、入学を証明する書類

 　・　世帯全員の住民票（全部事項証明書）（発行後３か月以内のもの）

○申込に必要な書類

○返済方法

短期大学

○申込期間

　 ・　修学資金：入学決定後随時　　就学支度資金：入学決定後～入学金等納入後１か月を経過するまで

私立

貸付限度額（入学時のみ）

国公立

就学支度資金（令和５年３月末現在）

580,000円

　 ・　大阪府育英会や日本学生支援機構等の貸付を利用している場合は、当資金の貸付限度額との差額の範囲内での貸付となります。

専修学校
（専門課程）

380,000円

590,000円

入学決定から入学金等
納入後１か月を経過する
まで
(高等学校入学の場合及
び専願等による大学等入
学の場合は、受験票受領
後から申込可)
 ※事前相談が必要

卒業後６か月据置
し、返済開始

同　　上

○貸付対象者

○貸与期間

　 ・　（修学資金）申請月から在学する学校の最短修学年限の終期まで

大学院

国公立

私立

入学決定後随時申込

※事前相談が必要

卒業後６か月据
置し、返済開始

子を扶養する親が居住す
る市区町福祉事務所等

（福祉事務所の設置され
ていない町村にお住まい
の方は、府子ども家庭セ
ンター）

大学院

○その他
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教　育　支　援　費（無利子）

　　　　れる世帯

      ⑥借入申込者及び同居家族の収入関係書類（最新の府・市町村民税課税　証明書）

　　　・　大阪府内に居住している世帯（居住地と住民票が一致していること。）

　　⑤就学期間中の必要経費明細書　

   　⑦調査・確認等の同意書　および本人確認書類　など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○償還方法
　　　・　月賦均等償還（指定の金融機関からの自動振替）

　　　・　破産申立手続中の世帯　など

就　学　支　度　費（無利子）

　　①借入申込書

　　　・　生活福祉資金の連帯保証人がいる世帯
　　　・　生活福祉資金、かけこみ緊急資金、小口生活資金、大阪市緊急援護資金等を借りて

　　　・　原則として、母子・父子寡婦福祉資金、その他の公的資金を借りている世帯又は借り入れら
　　　　滞納または破産申し立てをした世帯

○申込対象者

○貸付の対象とならない世帯

　　　・　生活保護世帯（福祉事務所長（大阪市内は保健福祉センター所長）の保護意見書が必要。）

　　　・　大阪府内に居住する外国人登録のある外国人で、将来とも永住する世帯

６５，０００円以内

入学年度の４
月末まで

修業年限の３倍以内
の期間

据置期間
卒業後６ヵ月以内

各市区町村社会福
祉協議会

校種　　　　　項目

各市区町村社会福
祉協議会

取扱窓口

３５，０００円以内

６０，０００円以内

６０，０００円以内

貸付月額


　   ②担当地区民生委員の調査書（所定様式）

○所得基準
　　　・　生活保護基準額の１．８倍以内の低所得者世帯

生活福祉資金貸付制度（教育支援資金）

貸付金額、所得基準、申込期間等

単位：貸付金額　円

申込期間 返還期間

高　等　学　校
(専修学校の高等課程を含む）

      ③住民票（家族全員が記載され、続柄が明記されている３か月以内に発行されたもの）

　　④合格通知書又は在学証明書（新入生／在校生）

○申込に必要な書類

随　　時

５００，０００円以内

修業年限の３倍以内
の期間

据置期間
卒業後６ヵ月以内

大　　　　　学

※特に必要と認められる場合に限り1.5倍の額まで引き上げ可能。

短　期　大　学
（専修学校の専門課程を含む）

高 等 専 門 学 校
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単位：円

○返済例（年1.95％の場合）

融資額

単位：円

70500

36900

22000

※金利は変更となる事がありますので、最新の金利については、ホームページをご確認下さい。

平常月の返済額

　　　　　　　　　  　 受付時間　月～金　9：00～19：00　

○問い合わせ先
　　日本政策金融公庫　教育ローンコールセンター　℡0570-008656(ナビダイヤル)　または　03-5321-8656

ボーナス月
返済額

５年（５９回払） 28500

１０年（１１９回払）

　　　　　　　　　　　　　　　※土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月31日～1月3日）を除く

14800

融資額 返済期間

110926

　　１００万円 15572

２００万円 31144 61590

30795

単位：円

５年（５９回払）

返済期間 毎月返済額

55463

　　毎月元利均等返済の場合

日本政策金融公庫（国の教育ローン）

○主な提出書類

融　　資　　対　　象　　校

融資額

対象となる学校に
入学・在学する者
の保護者

学生・生徒
１人につき
上限３５０
万円
利率年
1.95％
(R５.３現
在）

据置期間
給与所得者 事業所得者

融資金額、所得基準、申込期間等

令和５年３月現在

最長１８年
在学期間内で
利息のみの返
済が可能

所得基準
返済方法

毎月元利均等返済
または
ボーナス月増額返済

対象者　　　項目

　　④　源泉徴収票又は確定申告書（控）

返済期間

随時

　　⑤　住宅ローン（又は家賃）と公共料金のお支払いを確認できる預金通帳（最近６か月分以上）

○融資対象校及び融資対象経費

　　②　運転免許証又はパスポート

　　③　世帯全員（続柄を含む）が記載された住民票の写し（原本）又は住民票記載事項証明書（いずれも本籍地

融　資　対　象　経　費

世帯の年間収

入の上限額

７９０万円

（子供1人）

８９０万円

（子供2人）

９９０万円

（子供3人）

世帯の年間所

得の上限額

６００万円

（子供1人）

６９０万円

（子供2人）

７９０万円

（子供3人）

申込期
間

①　高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部
②　短期大学、大学、大学院、専門職大学、専門職大学院
③　専修学校、各種学校、予備校、デザイン学校など
④　外国の高等学校、大学、大学院、短期大学、語学学校など
　　（３か月以上の留学に限る）

①学校納付金（入学金、授業料など）
②受験にかかった費用（受験料、交通費、宿泊費
　など）
③アパート・マンションの敷金・家賃など
④教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用
　学生の国民年金保険料など

　　①　借入申込書

　　　　や個人番号（マイナンバー）の記載は不要）

92385

　　⑥　在学資金を申し込む場合は、在学を確認できる書類（学生証、在学証明書など）とお使いみちが確認でき

○保証

融資額　　 　返済期間 ５年

166389

　　　　る書類（授業料納付通知書、学校案内など）

　　（公財）教育資金融資保証基金の保証又は連帯保証人１名以上

　　保証料のめやす（毎月元利均等返済、元金据置期間なしの場合）

１０年

　　⑦　連帯保証人による保証を希望の場合、予定連帯保証人の源泉徴収票または確定申告書（控）

１８年

３００万円 46716

ボーナス月増額返済の場合（ボーナス返済分を融資額の1/5とした場合）

２００万円

１８年（２１５回払） 8900

35600

18500

１８年（２１５回払） 11100

２００万円 １０年（１１９回払）

子供の人数が２人以下で

上記金額を超える場合で

も、申込対象になる場合
があります。詳しくは

コールセンターにお問い

合わせください。
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ヒューファイナンスおおさか 

大 学（高 校）入 学 準 備 資 金 融 資 
 

１ 融資条件、融資額 

  日本学生支援機構や大阪府育英会等の奨学金等の利用（予定）者で奨学金等が給付・貸与される前に授

業料等を支払う必要があること。 

  ① 高校、特別支援学校（高等部）、高等専門学校、専修学校（高等課程）に進学する場合 

⇒ 60 万円以内の必要とする額 

② 大学、短期大学、専修学校（専門課程）に進学する場合 

⇒ 100 万円以内の必要とする額 

２ 対象者 

  大阪府内に住所を有し、進学を希望する方の保護者等で府教育庁または市町村の相談窓口において進学指

導等の相談を受けた方 

① 中学卒業予定の方及び中学を卒業した方 

② 高校卒業予定の方及び高校を卒業した方 

３ 返済 

  進学する学校の修学年限以内で原則として融資月の翌月から元利均等の分割返済を行う。 

４ 連帯保証人 

  大阪府内（やむを得ない場合は近畿圏内）に居住する 65 歳未満の方で、申込者と別世帯かつ安定した所

得のある方 

  ※連帯保証人にはヒューファイナンスおおさかから、別途、電話確認がある。 

５ 必要書類 

 ○ 申込者 

  ① 大学（高校）入学準備資金融資申込書 

  ② 卒業したことが確認できる書類（卒業証書の写） 

  ③ 入学が確認できる書類（合格証書の写、合格通知書の写など） 

  ④ 進学する学校の概要（募集要項の写など） 

  ⑤ 学費等の明細書（入学手続要項の写など） 

  ⑥ 学費納入金受領書（振込依頼書兼領収証の写など） 

  ⑦ 奨学金等採用通知書（通知の写） 

  ⑧ 確定申告書の写（自営業等）（本人及び保証人） 

  ⑨ 勤務先の源泉徴収票の写（本人及び保証人） 

  ⑩ 取引銀行の通帳を持参（公共料金引落口座、借入金返済口座など） 

  ⑪ 印鑑証明書（本人及び保証人） 

  ⑫ その他必要書類 

 ○ 市町村等の相談窓口 

  ① ヒューファイナンスおおさか相談確認票（相談機関の代表者印を押印のこと） 

  ② ヒューファイナンスおおさか入学準備資金融資相談票（初期相談用）・入学時納付金収支計算書など 

６ その他 

  相談員は、相談者がヒューファイナンスおおさかに申込に行く際には、同行するなどして、これまでの相

談内容を引き継ぎ円滑な審査ができるよう配慮する必要がある。 
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ヒューファイナンスおおさか 
入学準備資金融資の申込みにあたっての留意点 

 

 日本学生支援機構、大阪府育英会、福祉部局などの奨学金や入学資金が採用されても入学後に給付・貸与

されるものがほとんどで、入学金や授業料の納付に間に合わないことが多い。 このようなときは、日本政策

金融公庫の教育ローンなどを利用することが有利であるが、審査の結果、借入れできない場合がある。 

ヒューファイナンスおおさかの入学準備資金融資は、このような場合に入学に必要な入学時納付金等を融資

することを目的に創設されたものである。 

 したがって、府教育庁または市町村等進路相談窓口（「奨学金制度全般についての問い合わせ先」参照）で

の相談を経た後に申込みができるものであるとともに、奨学金等の申請漏れなどを救済する制度でないとい

うこと、また審査により希望に添えない場合があることを十分にご理解願いたい。 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

○ヒューファイナンスおおさかにおける申込みの受付 

  １ 本人からの直接の申込みは、受け付けない。 

  ２ 府教育庁、市町村等の相談窓口を経由した申込みを、受け付ける。 

 

 

日本学生支援機構・府育英

会 

府 育 英 会 

生活福祉資金 

母子父子寡婦福祉資金 

生活福祉資金 

母子父子寡婦福祉資金 

他 の 奨 学 金 制 度 他 の 入 学 金 制 度 

日本政策金融公庫（国金） 

奨 学 金 

奨学金等活用イメージ 

（申込手順） 

○ 奨学金等の貸付が間に合わない。 

○ 入学資金の貸付が間に合わない。 

市町村等の進路相談窓口（相談） 

紹 介 

ヒューファイナンスおおさか（受付） 

入学資金（高校等） 
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■貸付できる金額■

　◎ 月額 ５０，０００円以内（修学期間中のうち２年以内）

　◎ 入学準備金 ２００，０００円以内（初回・入学時のみ）

　◎ 就職準備金 ２００，０００円以内（卒業時のみ）

　◎ 生活費加算

　　例）大阪市内在住で養成施設入学時に生活保護を廃止された方であればおおむね４３，９１０円程度

■申請に必要な書類■

　① 保育士修学資金貸付申請書

　② 同意書（申請者及び連帯保証人全員の記名されたもの）

　③ 発行日が申請日より3か月以内の申請者を含む世帯全員・続柄が記載されている住民票

　④ 連帯保証人の令和３年中所得を証明するもの（令和４年度の府・市町村の住民税課税証明書等）

　⑤ 学業成績証明書（直近の在学時の証明書）

　⑥ 生活費加算を希望する場合は生活保護廃止証明書もしくは府・市町村民税課税証明書等

　（詳しくは大阪福祉人材支援センターHPをご参照ください）

　※他府県における指定保育士養成施設については厚生労働省ホームページをご参照ください。

　大阪府社会福祉協議会（大阪福祉人材支援センター）ホームページ（外部サイト）

　※修学のために必要な範囲で他の奨学金との併給を認めています。併給できないものもありますので、詳
　細はお問い合わせください。

　② 大阪府内に住所を有していること。（住民票と住所地が一致すること）

　この制度は、保育士を目指す方を対象に保育士養成施設での修学のために必要な費用を貸付け、卒業後に保育士
として大阪府内の保育所等の施設で5年間引き続き従事された場合、全額返還免除となる貸付制度です。

※上記は、令和５年度の制度内容です。

　※修学期間が２年を超える養成施設に在学している場合は、貸付金額が２年に相当する金額の範囲であれ
　　ば、正規の修学期間を貸付期間とすることができます。

　　　貸付申請時に生活保護受給世帯（これに準ずる経済状況にある世帯を含む。）に属する貸付対象者に
　　ついては、生活費を加算することができます。生活費加算の額は、貸付対象者の貸付申請時の居住地の
　　生活扶助基準の居宅（第1類）に掲げる額のうち貸付対象者の年齢に対応する年齢区分の額に相当する
      額以内で必要と認めた額。

　　http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/yousei/index.html

　大阪府内の指定保育士養成施設一覧等については、下記のページをご確認ください。

　① 大阪府内の保育士養成施設（通信制を除く）に在学していること。

　⑦「高等教育の修学支援新制度」を利用する場合は、独立行政法人日本学生支援機構が発行する
　　「大学等奨学生採用候補者決定通知」（写し）

　https://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/kashitsuke/hoiku/

　本事業の詳細及び資料請求の方法については、下記リンク先に掲載しています。

お問合せ先（大阪府社会福祉協議会）

保育士をめざす方のための貸付事業（返還免除要件あり）

　⑤ 連帯保証人１名の同意が得られること。連帯保証人の要件は、大阪福祉人材支援センターHPをご参
　照ください。

〈保育士修学資金貸付事業〉

　養成施設に入学後、養成施設を通じて申請できます。（低所得世帯に属する高校３年生を対象とした事前申請制
度もあります。詳細はお問い合わせください。）

　④ 養成施設卒業後、大阪府内の保育所等で保育士として児童の保護等の業務に従事しようとする意思を
　有していること。

■貸付の対象となる方■※保育士養成施設に在学中で、①、②いずれかを満たすこと。③～⑤はいずれも要件を満
たすこと。

　③ 優秀な学生で、かつ、家庭の経済状況等から真に本修学資金の貸付が必要と認められる者。

保育士修学資金
貸付

保育士養成施設で
学ばれる方

学費、入学準備金、
就職準備金など

１人当たり
 学費月額　　５万円（月額）

 入学準備金２０万円（入学時）
 就職準備金２０万円（卒業時）

２年間
卒業後５年間

保育所等に従事

全額返還免除の
主な要件

貸付 対象者 用途 貸付限度額
貸付限度

期間
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（無利子）

○本資金は、一般募集と入学前募集（生活保護受給世帯向け）があります。

養　成　課　程 返還期間 返還免除 申請時期 取扱窓口

※一般募集の場合

免　除　内　容

○返還方法

　上記の返還免除要件を満たさない場合や養成施設を退学した場合は、本資金を返還しなければなりません。
   貸付を受けた期間と同等の期間内に、 一括又は均等分割（月賦、半年賦、年賦）のいずれかの方法により
返還していただきます。

○返還免除要件

免　　　　除　　　　要　　　　件

全　額　免　除

一　部　免　除

・介護福祉士もしくは社会福祉士養成施設を卒業後、介護福祉士又は社会福祉士として大阪府
内の社会福祉施設等で介護又は相談援助の業務を引き続き５年間従事したとき

・介護福祉士もしくは社会福祉士養成施設を卒業後、介護福祉士又は社会福祉士として引き続
き貸付けを受けた期間（貸付期間が２年未満の場合は２年）以上、大阪府内の社会福祉施設等
で介護又は相談援助の業務へ従事したとき

■貸付の対象となる方■
① 　大阪府内の介護福祉士・社会福祉士の養成施設に在学（入学前の場合は合格）していること。
② 　大阪府内に住所を有していること(住民票と住所地が一致すること)もしくは大阪府内の養成
　 施設に在学していること。
③ 　修学に際し、経済的援助を必要としていること。
④　 養成施設卒業後、大阪府内の施設等で介護福祉士又は社会福祉士として、引き続き５年以上
   介護又は相談援助の業務に従事しようとする意思を有していること。
⑤ 　下記記載の要件を満たす連帯保証人を設定できること。
■貸付できる金額■
◎　月　額　　   金５０,０００円以内(修学期間中)
◎　入学準備金　金２００,０００円以内（初回のみ）
◎　就職準備金　金２００,０００円以内（最終回のみ）
　　※就職準備金は夜間課程、社会福祉士短期養成施設、通信課程に在学の場合は対象外

◎　国家試験受験対策費用　一年度当たり４０,０００円以内
　　※国家試験受験対策費用は介護福祉士国家試験を受験する意思のある方のみ対象

◎  生活費加算
　 貸付対象者の貸付申請時の居住地の生活扶助基準の居宅（第1類）に掲げる額のうち貸付対象者の年齢に
対応する年齢区分の額に相当する額以内で必要と認めた額。例）大阪市内で高校卒業後すぐに進学であればお
おむね４３,９１０円程度
非課税世帯の場合は２５,０００円以内。
■連帯保証人の要件■
　連帯保証人が原則１名必要です。
   なお、連帯保証人は個人もしくは法人がなることができます。
◎　申請者が未成年の場合、連帯保証人は申請者の法定代理人（親権者及び後見人）となります。
　法定代理人が以下の要件を満たさない場合は、別にもう１名の連帯保証人が必要となります。
◎　連帯保証人の要件は以下のとおりです。
【個人の場合】
・下記の(㋐・㋑・㋒)の要件をすべて満たす日本国内に居住する成年の方を連帯保証人としてください。
　　㋐独立した生計を営んでいる。
　　㋑申請日において年齢が65歳未満である。
　　㋒安定した収入がある。
【法人の場合】
・連帯保証人となる法人については、修学生が修学資金の申請を行う前に、連帯保証人となりうる要件を満た
しているか、いくらまで（上限金額）保証が可能かを確認するために、あらかじめ府社協の審査が必要になり
ます。
（連帯保証人となる法人については、府社協にお問い合わせください）。

介護福祉士・社会福祉士修学資金
貸付金額、所得基準、申込期間等

○一般募集の申請は在学中の養成施設へ申請、入学前募集は実施主体の大阪府社会福祉協議
会（以下、「府社協」という）へお問い合わせください。

下記、返還免除
要件のとおり

介護福祉士
社会福祉士

５０,０００円以内
※所得によっては生活費加算有

貸付年数以内

所得基準貸付金額（月額）

在学している
養成施設

4月～5月なし
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生活保護費「高等学校等就学費（生業扶助）等」 

 

 

１ 給付対象者 

  生活保護受給世帯 

 

２ 給付対象となる学校等 

（１）高等学校（全日制・定時制・通信制）  （２）中等教育学校の後期課程 

（３）高等専門学校  （４）特別支援学校の高等部（別科を除く） 

（５）高等学校等で就学に準ずるものと認められる専修学校及び各種学校 

（修業年限が３年以上であり、普通教育科目を含む就業時数がおおむね年８００時間以上、外国人学校も

可） 

※ 高等学校等就学費の給付期間は、正規の就学年月数とする。 

 

３ 給付の内容（基準額は、令和５年度の金額） 
費目 主な内容 基準額 具 体 的 内 容 

学用品

費 等 

学用品費、

通学用品費

等 

５,３００円 

・基準額は、月額 

学級費 
学級費、生

徒会費 

2,３３０円 

   以内 

・基準額は、月額 

通学費 

通学のため

の交通費 
必要最小限度の額

を実費支給 

・通学用自転車の購入費は必要最小限度の額を実費支給 

（防犯登録料、駐輪場使用料、個人賠償責任保険料、自転車の修理代

を含む） 

授業料 授業料 
公立高校等授業料

相当額 

・高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律第十

八号）第２条各号に掲げるものに在学し、同法第３条第１項の支援

金が支給される時は給付不可 

・私立学校においては、公立学校の額が上限 

・一定期間分を一括納入する必要がある場合は、その期間に相当する

額を必要な時期に一括給付することは可 

入学料 入学金 
公立高校等入学料

相当額 

・都道府県の条例に定める額によって設定 

・私立学校においては、公立高校の額が上限 

入 学 

準備金 

学生服、カ

バン、靴等 
８７,９００円 

  以内 

・学生服、通学用カバン及び靴など（その他教材費の対象となるもの

を除く学校指定用品） 

・福祉事務所が必要と認めた場合、複数回支給を認める 

受験料 
入学考査 

料 

３０,０００円 

以内 

（私立高校含む） 

・原則、２回まで、１校につき30,000円まで 

（いずれの高校にも合格せず、二次募集を受験する等やむを得ない理

由がある場合に限り、必要最小限の額の給付を認める。） 

教材費 
教科書、副

読本図書等 
実費支給 

・正規の授業で使用され、当該授業を受ける全生徒が必ず購入する教

科書、副読本的図書、楽器、ワークブック及び和洋辞典 

・正規の教材の利用に必要な、ICTを活用した教育にかかる通信費 

学 習 

支援費 

クラブ活動

費 

８４,６００円 

以内 

・クラブ活動等の課外活動に要するもの 

・基準は、年間上限額 

※ 修学旅行費は給付対象外 

※ 高等学校等就学費用の給付対象外となる経費や基準額の範囲内で賄い切れない経費（修学旅行費や私立高校に

おける授業料不足分）については、貸付金、学生本人のアルバイト等の収入を充当することは可能。 

 

４ 進学準備給付金の給付の内容 
費目 給付額 具 体 的 内 容 

進学準備給付金 自宅通学の場合  １０万円 

自宅外通学の場合 ３０万円 

・大学等への進学の際の新生活の立ち上げ費用とし

て、一時金を給付 

 

５ 取扱窓口 

  居住地の福祉事務所（ただし、下記の町村については各子ども家庭センター） 

    ・能勢町、豊能町⇒池田子ども家庭センター 

    ・太子町、河南町、千早赤阪村⇒富田林子ども家庭センター 

    ・忠岡町、熊取町、田尻町、岬町⇒岸和田子ども家庭センター 
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高高校校ににおおけけるる 11 年年次次納納入入金金（（入入学学料料・・授授業業料料、、そそのの他他経経費費））参参考考例例  

１ 府立高校（全日制課程普通科） 

 必要な経費 

入 学 料 ５，６５０円 

授 業 料 １１８，８００円（月額９，９００円） 

学 校 諸 費 学校、課程により異なります。 

（注）入学料は、入学許可日（合格発表日）以降の学校が指定する日までに納付が必要です。授業料については、概ね年収が９

１０万円未満の方は、申請することにより、高等学校就学支援金が支給され、授業料の納付は必要ありません。 

高等学校等就学支援金 

※受給資格の確認は、年収ではなく、道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額で行います。 

この額が 507,000 円以上の場合、授業料の全額を負担していただきます。 

※上記年収はサラリーマン世帯の目安です 

（両親の一方が働いていて、高校生 1 人、中学生 1 人の家庭の場合）。 

年収目安は家庭の状況（家族構成、サラリーマンか自営業か等）で大きく異なる場合があります。必ず道府県民税所得割

額と市町村民税所得割額を確認ください。 

 

２ 私立高校 

 必要な経費（全日制平均） 

入 学 料 １６４，１９６円 

授 業 料 ４４５，１７４円 

施 設 設 備 費 等 １４９，５１０円 

学 校 諸 費 学校、課程により異なります。 

 （注）授業料については、就学支援金、授業料支援補助金の給付対象となる場合であっても、給付前に納期が到来する授業料

等については、いったん納付する必要があります。入学料、授業料は学校により異なります。 

※文部科学省 「令和４年度私立高等学校等初年度授業料等の調査結果について」より抜粋 

 

３ 高校（全日制）に係る学習費（全国平均） 

第１学年 第２学年 第３学年 第１学年 第２学年 第３学年

468,797 276,366 189,079 1,022,188 658,897 560,460

　授業料 53,377 50,328 52,681 286,024 288,166 291,250
　修学旅行・遠足・見学費 4,949 46,678 6,850 15,546 56,860 6,999
　学級・児童会・生徒会費 11,098 7,602 7,842 14,668 12,898 11,551
　PTA会費 6,988 5,525 5,321 10,574 8,712 8,650
　その他の学校納付金　※１ 71,377 15,870 14,819 301,056 89,743 87,425
　寄附金 865 644 389 6,329 3,127 3,705

　教科書費・教科書以外の図書費 47,030 27,418 19,929 56,487 34,314 23,904
　学用品・実験実習材料費 43,361 12,380 10,608 48,394 15,335 12,939
　教科外活動費 62,699 40,290 16,234 73,245 44,098 22,637
　通学費 69,257 50,914 37,401 90,931 83,987 67,871
　制服 68,735 7,222 3,931 88,638 10,721 7,237
　通学用品費 22,012 9,047 7,613 21,531 8,116 5,961
　その他 7,049 2,448 5,461 8,765 2,820 10,331

160,662 181,529 266,683 254,790 282,976 377,090

629,459 457,895 455,762 1,276,978 941,873 937,550

私立

※１　当該学校に入学するための入学検定料・入学金、私立学校における施設設備資金及び上記以外の学校納付金で、保健衛生費、
　　　日本スポーツ振興センター共済金等の安全会掛金、後援会費、冷暖房費、学芸会費等として徴収した経費

※２　補助学習費及びその他の学校外活動費の合計。予習・復習・補習などの学校教育に関係する学習をするために支出した経費や、
　　　知識や技能を身に付け、豊かな感性を培い、心とからだの健全な発達を目的としたけいこごとや学習活動、スポーツ、文化活動
　　　などに要した経費。

※文部科学省　「令和３年度子供の学習費調査」より抜粋

内
訳

Ⓐ　学校教育費

Ⓑ　学校外活動費　※２

学 習 費 総 額（Ⓐ＋Ⓑ）

区分
公立
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大大学学等等ににおおけけるる 11 年年次次納納入入金金参参考考例例  

１ 国公立大学 

 必要な経費 

入 学 料 ２８２，０００円 

授 業 料 ５３５，８００円 

  入学料については地域内、地域外によって異なる場合があります。 

  その他として、設備費や傷害保険、同窓会などの費用が必要な場合もあります。 

 

２ 私立大学 

 初年度学生納付金（文科系学部） 初年度学生納付金（理科系学部） 

入 学 料 ２２５，６５１円 ２５１，０２９円 

授 業 料 ８１５，０６９円 １，１３６，０７４円 

施設設備費   １４８，２７２円 １７９，１５９円 

計 １，１８８，９９２円 １，５６６，２６２円 

 

３ 私立短期大学 

 初年度学生納付金 

入 学 料 ２３７，６１５円 

授 業 料 ７２３，３６８円 

施設設備費 １６６，６０３円 

計 １，１２７，５８６円 

 

４ 私立高等専門学校 

 初年度学生納付金 

入 学 料 ２４６，７５３円 

授 業 料 ６２７，０６５円 

施設設備費 １０５，１９５円 

計 ９７９，０１３円 

 

※２，３，４ 

文部科学省 「令和３年度 私立大学等入学者に係る初年度学生納付金平均額（定員１人当たり）の調査結

果について」より抜粋 

    

 

（注）学校、選択した学科等により納付金額は異なりますのでご注意ください。 
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☆奨学金制度全般についての問い合わせ先 

   大阪府教育庁教育振興室高等学校課生徒指導グループ 

 （大阪市中央区大手前２丁目）                        ℡（０６）６９４６－７５９９ 

  

 大阪市教育委員会事務局学校運営支援センター事務管理担当（大阪市西成区天下茶屋 1－１６－５） 

                            ℡（０６）６１１５－７６４１ 

 堺市教育委員会学校管理部 学務課（堺市堺区南瓦町３－１）    

℡（０７２）２２８－７４８５ 

堺市人権ふれあいセンター（堺市堺区協和町２－６１－１） ℡（０７２）２４５－２５３０ 

豊中市人権平和センター豊中（進路相談）（豊中市岡町北３－１３－７） 

相談日：月・水・木（要予約）           ℡（０６）６８４１－１３１３ 

 豊中市人権平和センター螢池（進路相談）（豊中市蛍池北町２－３－１） 

相談日：火・金（要予約）                ℡（０６）６８４１－５３２６ 

 池田市教育委員会学校教育推進課（池田市城南１－１－１） ℡（０７２）７５４－６２９３ 

 池田市教育委員会学務課（くすのき奨学金）（池田市城南１－１－１） 

  ℡（０７２）７５４－６２９１ 

 箕面市立萱野中央人権文化センター（箕面市萱野１－１９－４） 

        ℡（０７２）７２２－７４００ 

 吹田市立教育センター（吹田市出口町２－１）       ℡（０６）６３８４－４４８８ 

 高槻市教育委員会教育指導課（高槻市桃園町２－１）    ℡（０７２）６７４－７６３１ 

茨木市教育センター（茨木市駅前４－６－１６クリエイトセンター内） 

℡（０７２）６２６－４４００ 

 摂津市教育センター（摂津市香露園３４－１）       ℡（０７２）６３７－０７８３ 

守口市教育委員会学校教育課（守口市京阪本通２－５－５） ℡（０６）６９９５－３１５１ 

枚方人権まちづくり協会（枚方市岡東町１２－１－５０２） ℡（０７２）８４４－８７８８                                           

 寝屋川市教育委員会（寝屋川市本町１－１）        ℡（０７２）８２４－１１８１ 

NPO 法人 ほうじょう（大東市北条３－１０－５）     ℡（０７２）８７６－２５６０ 

 特定非営利活動法人大東野崎人権協会（大東市野崎１－２４－１） 

  ℡（０７２）８７９－８８１０ 

 門真市教育委員会（門真市中町１－１）          ℡（０６）６９０2－７０４２ 

 四條畷市教育委員会（四條畷市中野本町１－１）      ℡（０７２）８７７－２１２１ 

 四條畷市人権協会（四條畷市中野本町１－１）       ℡（０７２）８０３－７３５５ 

交野市教育委員会学務保健課（交野市私部２－２９－１）  ℡（０７２）８１０－８０１１ 

東大阪市教育委員会学事課（東大阪市荒本北１－１－１）  ℡（０６）４３０９－３２７２ 

 東大阪市立長瀬人権文化センター(東大阪市長瀬町３－４－３) ℡（０６）６７２０－１７０１ 

 東大阪市立荒本人権文化センター（東大阪市荒本２－６－１）℡（０６）６７８８－７４２４   

八尾市教育センター（八尾市水越二丁目１１７番地）    ℡（０７２）９４１－９９７４ 

 柏原市教育研究所（柏原市大正１－９－５３）          ℡（０７２）９７０－３１２３ 
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  富田林市教育委員会教育指導室（富田林市常盤町１－１）   ℡（０７２１）２５－１０００

（内線３６４） 

 富田林市立人権文化センター（富田林市若松町１－９－１２）℡（０７２１）２４－０５８３ 

 富田林市立児童館（富田林市若松町１－７－４７）     ℡（０７２１）２５－０６６６ 

 富田林市人権協議会（富田林市若松町１－９－１２）    ℡（０７２１）２４－３７００ 

河内長野市人権協会（河内長野市原町１－１－１）     ℡（０７２１）５３－１１１１ 

（内線５７７） 

 松原市人権交流センター（松原市南新町２－１４１－１）  ℡（０７２）３３２－５７０５ 

 羽曳野市立教育研究所（羽曳野市軽里１－１－１）     ℡（０７２）９５８－０１５５ 

 藤井寺市教育相談室（藤井寺市北岡１－２－８）      ℡（０７２）９３８－１００８ 

 大阪狭山市教育委員会学校教育グループ（大阪狭山市狭山１－２３８４―１） 

    ℡（０７２）３６６－００１１ 

 フリースクールみ・ら・い（大阪狭山市狭山３－２５３１－１） 

                             ℡（０７２）３６８－０９０９ 

泉大津市教育支援センター（泉大津市戎町３－４１）    ℡（０７２５）３１－４４６０ 

和泉市立人権文化センター（和泉市伯太町６－１－２０）  ℡（０７２５）４４－００３０ 

 和泉市教育委員会学校教育室（和泉市府中町２－７－５）  ℡（０７２５）９９－８１６０ 

 高石市教育委員会学校教育課（高石市加茂４－１－１）   ℡（０７２）２７５－６４３４ 

岸和田市教育委員会教育総務部総務課学事担当（岸和田市岸城町７－１） 

         ℡（０７２）４２３－９６０７ 

岸和田市教育委員会教育相談室（岸和田市天神山町１-１-２）℡（０７２）４２６－１０３５ 

貝塚市教育委員会学校教育課（貝塚市畠中１－１７－１）    ℡（０７２）４３３－７１０８ 

貝塚市立青少年人権教育交流館（貝塚市福田９１番地）      ℡（０７２）４３２－５９５９ 

泉佐野市教育委員会学校教育課（泉佐野市市場東１－１－１） 

                            ℡（０７２）４９３－２０９０ 

泉佐野市人権協会（泉佐野市市場東１－１－１）       ℡（０７２）４５８－７４４４ 

泉佐野市立北部市民交流センター本館（泉佐野市下瓦屋２２２－１） 

      ℡（０７２）４６４－５７２５ 

 泉佐野市立南部市民交流センター本館（泉佐野市南中樫井４７６－２） 

      ℡（０７２）４６６－１６４１ 

 泉南市人権協会（泉南市立人権ふれあいセンター内、泉南市樽井９－１６－３） 

        ℡（０７２）４８５－１４０１ 

 阪南市教育委員会学校教育課（阪南市尾崎町３５－１）   ℡（０７２）４７１－５６７８ 

 阪南市人権協会（阪南市尾崎町３５－１）         ℡（０７２）４７２－６１１１ 

 能勢町教育委員会（豊能郡能勢町宿野 28）        ℡（０７２）７３４－２６９３ 

豊能町教育委員会（豊能郡豊能町余野４１４－１）     ℡（０７２）７３９－３４２６ 

 島本町教育委員会（三島郡島本町桜井２－１－１）     ℡（０７５）９６２－２６１６ 

太子町教育委員会 （南河内郡太子町山田８８）      ℡（０７２１）９８－５５３３ 
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河南町教育委員会 （南河内郡河南町白木１３５９－６）  ℡（０７２１）９３－２５００ 

千早赤阪村教育委員会（くすのきホール内、南河内郡千早赤阪村大字水分 263） 

℡（０７２１）７２－１３００ 

忠岡町教育委員会（泉北郡忠岡町忠岡東１－３４－１）   ℡（０７２５）２２－１１２２ 

熊取町教育委員会（泉南郡熊取町野田１－１－１）     ℡（０７２）４５２－６３６１ 

田尻町教育委員会（泉南郡田尻町嘉祥寺８８３－１）    ℡（０７２）４６６－５０２２ 

 岬町教育委員会学校教育課（泉南郡岬町深日２０００－１） ℡（０７２）４９２－２７１９ 

  

 

  


